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Who and what is Naraemboh? 
　―　Rethinking the relations among  

the top three masters of kappa, Naraemboh,  
Amagoze, and the Shibues

KOMMA Toru

　　Amagoze, Naraemboh, and the Shibues are the top three masters of 
kappa, the most popular mythical water-monster in Japan. Amagoze and 
the Shibues often appear in historical documents, while Naraemboh was 
little known before being cited by Yanagita Kunio in his Kappakomahiki 

（1914）, the kappa study bible, as one might put it.
　　Mori Haruki, a scholar of the Japanese classics, referred to Naraem-
boh first in his book Houshoudan （or Yomogiudan）. In his version, an 
Amagoze priest assured that all kappas call on Naraemboh in a group ev-
ery year, changing two routes in alternate years. But this is an isolated 
singularity. Besides, he describes the story as a discourse about his per-
sonal experience.
　　The same Naraemboh story has been frequently narrated orally in 
the Hita basen area, which is Harukiʼs hometown. The most impressive 
difference between the two versions is the fact that in the oral versions 
Naraemboh is replaced with Shibue Teinojoh, a Confucianist and also the 
then representative of the Shibues, in Kikuchi, Kumamoto.
　　The author infers that Naraemboh in Houshoudan should be Shibue 
Teinojoh in reality, or someone among the shibues, at least. It is known 
that, at that time, the Shibues dared to join Naraemboh monkʼs quarters 
belonging to the Aso mountaineering asceticism, as a maneuver to se-
cure a polotical protection.
　　As for the relation between the Shibues and Amagoze, you can safe-
ly insist that the latter owed many things to the former, as there is plen-
ty hard evidences to back the assumption. Thus, the Shibues deserve the 
title of the heads of kappa worship.
　　All in all, the most important contribution of this paper is discover-
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ing the feasibility of the antagonism between the two factions led by two 
scholars, namely Shibue Teinojoh and Mori Haruki around the magical 
kappa worship. The former is the then principal promoter of kappa, while 
the latter is the then chief of a strong semi-scientific kappa-hunting team, 
the operational base of which was Hita. At that time, the Tokugawa 
shogunateʼs central magistrateʼs office in Kyushu was located at Hita, too.
　　You may witness a historic drama revealing the transformation of 
academic attitudes toward the long history of semi-oral （semi-literate） 
traditions and institutions, like the kappa cult, in Japan. Several decades 
before the Meiji Restoration, the drama was performed locally in North-
ern Kyushu, the birthplace of kappa worship.



65

河
童
信
仰
の
司
宰
「
那
羅
延
坊
」
と
は
何
者
か 

　

―
　

尼
御
前
、
渋
江
家
と
の
関
係
を
問
う

小　

馬　
　
　

徹

は
じ
め
に

　

河
童
は
、
元
来
水
に
棲
み
往
々
人
に
憑
く
恐
る
べ
き
妖
怪
だ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
、
こ
と
に
そ
の
中
期
以
降
に
お
け
る
庶
民
教
育

の
目
ざ
ま
し
い
普
及
等
、
識
字
的
な
制
度
の
整
備
に
伴
っ
て
や
や
距
離
を
置
い
て
客
観
視
さ
れ
始
め
る
。
都
市
部
で
は
、
戯
作
者
た

ち
に
よ
る
突
き
放
し
た
戯
画
化
も
始
ま
り
、
そ
れ
が
喝
采
を
浴
び
る
。「
文
明
開
化
」
以
後
そ
の
傾
向
は
総
体
的
に
確
実
に
進
み
、

や
が
て
滑
稽
・
剽
軽
な
憎
め
な
い
「
妖
精
」
の
如
き
扱
い
さ
え
受
け
、
幾
つ
か
人
気
漫
画
ま
で
現
れ
て
人
間
的
な
相
貌
を
纏
う
よ
う

に
な
る
と
、
大
い
に
愛
さ
れ
て
、
全
国
各
地
に
「
河
童
王
国
」
や
「
河
童
共
和
国
」
も
生
ま
れ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
の
高
度
経
済
成

長
の
反
省
期
以
降
、
荒
廃
し
た
国
土
、
特
に
水
環
境
の
再
生
運
動
が
高
ま
り
を
見
せ
る
と
、
そ
の
恰
好
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
「
動

員
」
さ
れ
て
新
た
な
カ
リ
ス
マ
さ
え
得
、
元
来
の
妖
気
は
ほ
ぼ
完
全
に
鳴
り
を
潜
め
て
し
ま
っ
た
。

　

以
上
、
歴
史
的
変
遷
の
ご
く
簡
便
な
概
観
の
背
後
に
は
、
河
童
と
い
う
「
妖
怪
界
の
ヒ
ー
ロ
ー
」
に
「
取
り
憑
か
れ
」、
愛
し
て
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止
ま
な
い
市
井
の
好
事
家
や
専
門
の
研
究
者
た
ち
に
よ
る
、
多
角
的
で
か
な
り
分
厚
い
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
河
童
研
究
に
は
、
長
ら
く
深
い
謎
の
闇
に
包
ま
れ
続
け
、
し
か
も
何
故
か
未
だ
全
く
手
付
か
ず

の
重
大
な
課
題
が
少
な
か
ら
ず
残
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
、
柳
田
国
男
の
「
河
童
駒
引
」
の
記
事
中
で
も
一
際
異
彩
を
放
ち
、
壮

大
な
「
河
童
帝
国
」
に
も
紛
う
広
域
的
な
勢
力
圏
を
持
つ
と
さ
れ
た
河
童
信
仰
の
司
宰
、「
那
羅
延
坊
」
と
は
一
体
何
者
か
を
解
明

す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
課
題
に
敢
え
て
正
面
か
ら
挑
む
。

一
、
那
羅
延
坊
、
尼
御
前
、
渋
江
家

　

河
童
と
い
う
妖
怪
は
、
日
本
各
地
で
信
じ
ら
れ
た
（
亀
、
鼈
、
蛙
、
蝦
蟇
、
獺
、
猿
、
蛇
、
龍
、
鯰
、
鰻
、
田
鼈
等
に
由
来
す
る

属
性
と
形
態
を
も
つ
）
古
く
か
ら
の
諸
々
の
水
妖
の
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
思
い
に
種
々
綯
い
合
わ
せ
て
形
成
さ
れ
始
め
、
や
が
て
今
日

知
ら
れ
て
い
る
標
準
的
な
容
態
へ
と
徐
々
に
収
斂
し
て
行
っ
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
う
し
た
民
衆
的
な
営
み
の
所
産
と
は
言
え
、
い
わ
ば
「
原
河
童
」
像
の
形
成
と
拡
散
・
流
布
に
は
、
そ
れ
な
り
に
固

有
で
中
核
的
な
役
割
を
担
っ
た
有
力
な
呪
術
的
職
能
者
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「
河
童
」
へ
と
収
斂
し
た
霊
妙

な
造
形
が
如
何
に
蠱
惑
的
で
、
卓
越
し
た
カ
リ
ス
マ
性
を
得
て
成
功
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
職
能
者
の
旺
盛
な
動
き
無
く
し
て

は
、
後
の
時
代
の
極
め
て
広
域
に
亘
る
「
河
童
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
受
容
と
流
通
は
あ
り
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
従
来
の
諸
研
究
に
徴

す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
九
州
北
部
で
活
動
し
た
那
羅
延
坊
、
尼
御
前
、
渋
江
家
の
三
者
を
そ
の
取
り
分
け
重
要
な
も
の
と
し
て
、
ひ
と

先
ず
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

（
1
（

う
。
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で
は
、
こ
れ
ら
三
者
の
い
ず
れ
を
河
童
信
仰
の
源
流
ま
た
は
宗
家
と
見
な
す
べ
き
な
の
か
。
ま
た
、
尼
御
前
や
渋
江
家
に
比
し
て

（
少
な
く
と
も
河
童
信
仰
の
文
脈
で
は
）
言
及
例
が
決
定
的
に
乏
し
い
那
羅
延
坊
と
は
そ
も
そ
も
一
体
何
者
な
の
か
。
さ
ら
に
は
、

互
い
に
近
接
し
、
重
な
り
合
う
九
州
の
信
仰
圏
の
内
に
あ
っ
て
、
那
羅
延
坊
は
、
人
々
の
信
仰
の
篤
か
っ
た
こ
と
が
夙
に
知
ら
れ
る

尼
御
前
や
渋
江
家
と
、
一
体
ど
ん
な
関
係
に
置
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
諸
点
の
解
明
は
、
従
来
民
俗
学
に
大
き
く
偏

し
て
き
た
河
童
研
究
を
（
本
稿
の
よ
う
に
）
歴
史
化
（
よ
り
正
確
に
は
、
エ
ス
ノ
ヒ
ス
ト
リ
ー
化
）
し
て
一
層
広
い
脈
絡
に
位
置
付

け
よ
う
と
試
み
る
う
え
で
、
決
し
て
避
け
て
は
通
れ
な
い
枢
要
な
課
題
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
指
向
性
を
も
つ
他
の
論
考
を
、
寡
聞
に
し
て
ま
だ
知
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ご
く
僅
か
な
が
ら
も
、
当
該
の
考

察
を
推
し
進
め
る
手
掛
か
り
を
我
々
は
既
に
掌
中
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
柳
田
国
男
が
、「
河
童
駒
引
」
で
、
古
来
有
力
な
河
童
の

司
と
し
て
那
羅
延
坊
に
言
及
し
、
尼
御
前
よ
り
も
む
し
ろ
古
い
来
歴
を
も
つ
ら
し
い
と
論
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、

こ
の
孤
立
し
た
柳
田
説
の
当
否
を
仔
細
に
吟
味
す
る
試
み
を
端
緒
と
し
て
、
諸
文
献
、
中
で
も
地
元
の
埋
も
れ
た
文
献
に
徴
し
つ
つ

上
記
の
諸
点
を
追
っ
て
整
理
し
、
さ
ら
に
先
へ
と
考
察
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。

二
、「
河
童
駒
引
」
の
功
罪

　

河
童
と
い
う
水
妖
は
、
鬼
や
天
狗
と
並
ん
で
最
も
馴
染
み
深
い
日
本
の
妖
怪
だ
が
、
鬼
・
天
狗
に
比
べ
て
、
そ
の
伝
承
地
点
は
遥

か
に
数
多
く
、
且
つ
広
範
囲
に
分
布
す
る
。
固
よ
り
、
水
は
農
業
地
な
ら
ず
と
も
人
畜
の
生
存
上
欠
か
せ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
反

面
、
今
に
至
る
も
酷
い
惨
禍
を
ま
だ
繰
り
返
し
も
た
ら
し
て
止
ま
な
い
。
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ア
ジ
ア
の
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
に
位
置
し
て
通
年
多
湿
で
、
中
央
部
に
高
山
が
卓
越
す
る
狭
隘
な
我
が
国
土
の
脊
梁
山
脈
群
か
ら
無

数
の
河
川
が
あ
ら
ゆ
る
方
向
へ
と
走
り
下
り
、
そ
の
大
小
の
枝
流
が
毛
細
血
管
状
に
全
土
を
覆
い
尽
く
す
。
さ
ら
に
、
河
川
か
ら
比

較
的
遠
い
土
地
で
は
、
古
く
か
ら
用
水
や
池
を
掘
っ
て
営
々
と
農
地
が
拓
か
れ
、
農
地
は
時
代
を
追
っ
て
大
き
く
拡
張
さ
れ
て
き
た
。

湖
、
沼
沢
、
溜
池
、
運
河
、
汽
水
域
、
海
を
含
め
、
変
幻
自
在
な
形
態
で
隨
時
到
る
と
こ
ろ
に
現
出
す
る
水
の
諸
相
に
人
々
は
河
童

な
る
水
妖
の
力
動
を
感
じ
取
っ
て
、
そ
の
霊
威
を
恐
れ
て
崇
め
、
或
い
は
宥
め
よ
う
と
し
、
河
童
と
の
悲
喜
交
々
幾
多
の
交
渉
譚
を

育
み
、
そ
の
諸
相
を
今
に
語
り
伝
え
て
き
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
南
北
に
も
東
西
に
も
延
び
る
長
大
な
陸
塊
で
あ
っ
て
気
候
風
土
が
区
々
異
な
る
列
島
各
地
の
在
来
の
水
妖
は
、

そ
れ
な
り
の
地
域
性
と
固
有
の
特
徴
を
も
ち
、
ま
た
一
元
化
を
経
た
今
日
の
河
童
像
に
き
っ
ち
り
と
は
納
ま
り
切
ら
な
い
多
彩
な
相

貌
と
属
性
も
帯
び
、
時
に
応
じ
て
遷
移
的
な
諸
相
も
呈
し
て
い
た
と
言
え
る
。
河
童
と
い
う
一
語
の
下
に
曲
形
に
も
列
島
の
ほ
ぼ
全

土
を
覆
う
、
或
る
程
度
統
一
的
な
概
念
が
形
成
さ
れ
て
広
く
流
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
近
世
後
半
以
降
だ
と
受
け

取
る
の
が
適
切
で
あ

（
（
（

る
。

　

く
わ
え
て
、
識
字
的
な
制
度
と
文
化
の
深
ま
り
に
従
っ
て
生
ま
れ
た
、
都
市
部
と
農
村
部
の
顕
著
な
差
異
も
決
し
て
無
視
で
き
な

い
。
江
戸
時
代
後
期
、
識
字
的
制
度
の
発
展
が
著
し
か
っ
た
三
都
等
、
都
市
部
の
住
人
（
殊
に
知
識
人
階
層
）
は
、
既
に
或
る
程
度

の
知
的
・
心
理
的
な
余
裕
を
も
っ
て
河
童
に
向
き
合
っ
て
お
り
、
河
童
は
往
々
戯
画
化
さ
れ
て
も
き
た
。
種
々
の
戯
作
で
は
、
し
ば

し
ば
間
拔
け
な
道
化
役
を
演
じ
て
い
る
。
他
に
も
、
例
え
ば
寺
社
の
縁
日
の
見
せ
物
の
余
興
に
、
濁
り
水
を
張
っ
た
樽
の
底
か
ら
ゆ

ら
り
と
浮
上
し
て
頭
の
皿
（
だ
け
）
を
見
せ
て
沈
む
細
工
物
ま
で
現
れ
た
。

　

そ
の
一
方
、
今
日
で
も
農
村
部
で
は
敬
虔
な
信
仰
が
ま
だ
ま
だ
死
に
絶
え
て
い
な
い
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
筆
者
の
長
年
の
調
査
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地
域
の
一
つ
、
熊
本
県
菊
池
地
方
山
間
部
の
農
村
で
は
、
江
戸
初
期
に
阿
蘇
溶
岩
層
を
掘
り
抜
い
て
開
か
れ
て
以
来
命
綱
と
な
っ
た

長
大
な
貫
井
手
（
隧
道
式
用
水
路
）
に
農
業
用
水
を
依
存
す
る
農
家
は
、
営
農
の
万
端
を
大
き
く
機
械
に
頼
る
現
在
で
も
、
用
水
路

の
保
全
と
河
童
の
害
の
防
除
を
祈
っ
て
勧
請
・
分
祀
さ
れ
て
安
置
さ
れ
た
渋
江
家
の
元
水
神
（
罔
象
女
命
）
の
石
祠
を
、
あ
だ
や
疎

か
に
扱
っ
て
は
い
な

（
3
（

い
。

　

さ
て
、
自
ら
『
郷
土
研
究
』
同
人
の
全
国
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
密
に
構
築
を
し
て
各
地
の
膨
大
な
数
の
伝
承
資
料
を
精
力
的
に
集

約
・
比
較
考
量
し
、
ほ
ぼ
如
上
の
事
情
の
前
半
部
を
詳
細
、
且
つ
具
体
的
に
裏
付
け
た
の
が
、
柳
田
国
男
の
記
念
碑
的
な
論
考
「
河

童
駒
引
」（『
山
島
民
譚
1
』）
で
あ

（
4
（

る
。
実
は
、
他
で
も
な
く
、
同
論
考
の
登
場
、
並
び
に
そ
の
背
後
に
屹
立
す
る
彼
の
圧
倒
的
な

学
問
的
・
世
俗
的
権
威
の
威
光
こ
そ
が
、
河
童
伝
承
の
研
究
に
包
括
的
な
枠
組
み
を
与
え
、
河
童
な
る
も
の
の
統
一
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
民
間
に
広
く
流
布
・
定
着
さ
せ
る
こ
と
に
資
し
た
最
大
の
要
因
だ
っ
た
と
さ
え
言
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
河
童
研
究
草
創
期
に
お
け
る
柳
田
の
無
類
の
貢
献
を
余
所
に
、
我
が
国
の
一
国
民
俗
学
創
始
者
と
し
て
の
彼
の

権
威
の
（「
教
祖
的
」
な
ま
で
の
）
絶
大
さ
が
、
そ
の
後
の
研
究
の
自
由
闊
達
な
発
展
の
萎
縮
に
も
繫
が
っ
て
い
る
皮
肉
な
一
面
を

併
せ
持
つ
こ
と
を
、
こ
こ
で
明
言
し
て
お
き
た
い
。

　
「
河
童
駒
引
」
に
は
、
実
際
に
は
（
柳
田
が
喧
伝
し
た
）
口
頭
伝
承
の
み
な
ら
ず
、
文
献
学
的
な
学
殖
に
も
大
き
く
負
う
柳
田
の

博
覧
強
記
と
旺
盛
な
文
学
（
或
い
は
文
人
）
的
感
性
が
生
き
た
犀
利
な
資
料
批
判
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
柳
田
が
絶
倫
な

知
力
を
以
て
各
地
の
伝
承
に
一
通
り
通
暁
し
得
た
と
は
言
え
、
無
数
の
事
例
の
相
互
参
照
に
よ
っ
て
浮
上
し
た
重
大
な
課
題
の
幾
つ

か
に
仮
に
目
路
を
限
っ
て
も
、
諸
事
例
を
自
ら
個
々
に
一
層
遠
く
遡
及
し
て
深
層
を
穿
つ
余
力
は
無
か
っ
た
は
ず
だ
。
何
し
ろ
彼
に

は
、
我
が
国
古
今
東
西
の
民
俗
総
体
を
対
象
と
し
て
論
ず
べ
き
事
柄
が
無
尽
蔵
に
あ
っ
て
、
日
々
多
忙
を
極
め
た
。
ま
た
、
文
献
の
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渉
猟
に
こ
そ
元
来
む
し
ろ
軸
足
を
置
い
て
い
た
彼
に
は
、
今
日
的
な
意
味
で
の
（
参
与
性
の
強
い
）
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
実
践
は

固
よ
り
埒
外
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
（
彼
の
他
の
著
作
と
同
様
）「
河
童
駒
引
」
中
の
柳
田
の
言
辞
の
大
概
が
、
図
ら
ず
も
金
科
玉
条
の
如
く
固
定
さ
れ
、

厳
し
い
資
料
批
判
抜
き
で
、
繰
り
返
し
易
々
と
引
用
さ
れ
、
増
殖
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
柳
田
の
理
解
が
鋭
利
な
が
ら
も
一
知

半
解
に
止
ま
る
事
例
で
あ
っ
て
さ
え
も
、
ロ
ー
カ
ル
・
ノ
レ
ッ
ジ
（
暗
黙
知
も
含
め
た
、
地
元
な
ら
で
は
の
固
有
で
分
厚
い
岩
盤
的

な
知
。
平
た
く
言
え
ば
、
土
地
の
人
々
に
固
有
の
考
え
方
、
感
じ
方
、
知
覚
の
仕
方
）
に
訴
え
れ
ば
恐
ら
く
確
実
に
達
成
し
得
た
は

ず
の
、
研
究
の
新
次
元
で
の
展
開
が
、（
半
ば
「
不
敬
」
と
見
做
さ
れ
て
）
意
識
的
・
下
意
識
的
に
ま
ま
抑
止
さ
れ
て
き
た
と
言
え

る
。
本
稿
が
こ
れ
か
ら
論
及
す
る
事
例
が
、
ま
さ
に
そ
の
典
型
的
な
一
例
で
あ
る
。
以
下
、
ロ
ー
カ
ル
・
ノ
レ
ッ
ジ
の
文
脈
で
の
新

事
実
の
掘
り
起
こ
し
の
努
力
を
徹
底
し
て
、
現
況
の
、
一
種
の
思
考
停
止
と
も
言
う
べ
き
不
可
解
な
状
態
を
乗
り
越
え
た
い
。

三
、「
蓬
生
談
」
と
『
蓬
生
談
』

　

こ
こ
で
先
ず
、「
河
童
駒
引
」
で
柳
田
が
大
胆
に
那
羅
延
坊
に
触
れ
て
い
る
一
節
を
―
爾
後
の
参
照
と
検
討
の
便
宜
の
た
め
に

⒜
～
⒢
の
記
号
を
各
文
の
冒
頭
に
付
し
て
―
引
用
す
る
。

　

⒜
筑
肥
海
岸
地
方
ノ
河
童
ハ
、
毎
年
四
五
月
ノ
頃
筑
後
川
ノ
流
レ
ヲ
溯
リ
、
豊
後
ノ
日
田
ヲ
経
テ
阿
蘇
ノ
社
僧
那
羅
延
坊
ガ

許
ニ
伺
候
ス
ト
云
ウ
。
⒝
是
モ
亦
同
ジ
鳥
ノ
声
ナ
ド
ニ
由
リ
テ
起
キ
タ
ル
説
ナ
ラ
ン
カ
。
⒞
那
羅
延
坊
ハ
古
ク
ヨ
リ
俗
ニ
河
童
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ノ
司
ト
称
ス
。
⒟
代
々
人
ニ
頼
マ
レ
テ
河
童
ヲ
鎮
ム
ル
祈
禱
ヲ
為
シ
、
⒠
又
折
々
近
国
ノ
田
舎
ヲ
巡
回
ス
〔
水
虎
考
略
後
篇
所

引
蓬
生
談
〕。
⒡
其
ノ
由
緒
ハ
久
留
米
ノ
尼
御
前
ヨ
リ
モ
古
キ
ガ
如
シ
。
⒢
何
ハ
ト
モ
ア
レ
九
州
ノ
河
童
ハ
、
眷
属
大
群
ヲ
為

シ
且
ツ
移
動
性
ニ
富
ム
コ
ト
ヲ
以
テ
一
特
色
ト
ス
。 

（
柳
田　

1
9
8
9
：
104
）

　

こ
の
内
⒜
～
⒠
の
箇
所
は
、
柳
田
が
括
弧
内
に
引
用
文
献
を
挙
げ
た
通
り
、『
蓬
生
談
』
本
文
の
手
短
な
要
約
で
あ
り
、
⒡
・
⒢

は
そ
れ
に
基
づ
く
彼
独
自
の
論
評
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
⒜
で
主
語
を
「
筑
肥
海
岸
地
方
ノ
河
童
」
と
す
る
の
は

柳
田
自
身
に
よ
る
論
拠
を
詳
か
に
し
な
い
推
定
で
あ
っ
て
、
本
来
は
「
尼
御
前
の
眷
属
で
あ
る
（
主
に
）
筑
後
の
河
童
」
と
す
る
方

が
妥
当
だ
と
言
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
那
羅
延
坊
の
河
童
信
仰
司
宰
と
し
て
の
事
実
上
不
可
侵
の
令
名
は
、
ま
さ
し
く
こ
こ
に
見

る
柳
田
の
「
⒜
～
⒠
＋
⒡
」
の
評
価
に
付
与
さ
れ
た
圧
倒
的
な
権
威
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
⒝
は
、
右
の
引
用
部
に
直

に
先
立
つ
、「
河
童
駒
引
」
の
次
の
部
分
（
以
下
Ａ
と
表
記
す
る
）
へ
の
捕
捉
を
意
図
し
て
い
る
。

　

河
童
ハ
夏
ニ
ナ
ル
ト
海
辺
ヨ
リ
山
手
ニ
向
ウ
ガ
如
ク
語
ル
者
ア
リ
。
初
夏
ノ
雨
ノ
夜
ニ
数
百
群
ヲ
為
シ
、
ヒ
ョ
ウ
ヒ
ョ
ウ
ト

鳴
キ
テ
空
ヲ
行
ク
者
ヲ
河
童
ノ
山
ニ
入
ル
ナ
リ
ト
言
イ
、
秋
ノ
央
ニ
ナ
リ
テ
同
ジ
声
ヲ
シ
テ
海
ノ
方
ニ
鳴
キ
過
グ
ル
ヲ
、
河
童

山
ヲ
出
ル
ト
云
ウ
。
曾
テ
其
ノ
姿
ヲ
見
タ
ル
者
無
シ
ト
云
エ
バ
、
思
ウ
ニ
一
種
ノ
渡
リ
鳥
ナ
ル
ベ
シ
〔
郷
土
研
究
二
巻
三
号
〕。

 

（
柳
田　

一
九
八
八
：
一
〇
四
）

　

右
に
具
体
的
に
示
し
た
ご
く
小
さ
な
手
掛
か
り
を
起
点
に
し
て
考
察
を
ま
ず
一
歩
先
へ
と
推
し
進
め
る
に
は
、
柳
田
が
引
用
し
た
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原
典
『
蓬
生
談
』
の
本
文
に
是
非
と
も
逐
一
直
に
当
た
っ
て
、
彼
の
判
断
の
妥
当
性
を
、
批
判
的
な
目
を
忘
れ
ず
、
可
能
な
限
り
仔

細
に
吟
味
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

同
書
は
、
大
分
の
日
田
郡
隈
町
の
紺
屋
町
（
現
日
田
市
隈
二
丁
目
）
の
豪
商
㊂
鍋
屋
の
第
三
代
目
当
主
で
あ
り
、
早
々
に
弟
甚
三

郎
に
家
業
を
委
ね
て
俗
事
を
遠
く
離
れ
、
専
ら
趣
味
と
学
問
の
世
界
に
遊
び
、
筆
耕
に
励
ん
だ
江
戸
後
期
の
文
人
、
森
春
樹
（
一
七

七
一-

一
八
三
四
）
の
手
に
な
る
書
物
で
あ
る
。
元
々
『
蓬
生
談
』
は
、
春
樹
が
40
歳
程
の
頃
一
旦
書
き
上
げ
た
が
、
知
人
に
貸

し
与
え
た
ま
ま
逸
失
す
る
と
い
う
奇
禍
に
あ
っ
て
い
る
。
現
存
す
る
『
蓬
生
談
』
は
、
彼
の
最
晩
年
に
当
た
る
天
保
三
年
（
一
八
三

二
）、
還
暦
を
機
に
一
念
発
起
し
た
春
樹
が
、
記
憶
を
奮
い
起
こ
し
て
綴
り
直
し
た
も
の
（
鍋
屋
本
）
と
そ
の
諸
写
本
な
の
で
あ
る

（
首
藤
・
高
倉
他　

一
九
九
六
：
五
）。
書
き
上
げ
た
の
は
、
彼
の
死
の
僅
か
（
年
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

柳
田
の
閲
し
た
「
蓬
生
談
」
所
収
の
『
水
虎
考
略
後
篇
』
と
は
、（
黙
釣
道
人
編
）『
水
虎
考
略　

四
止　

新
聞
雑
記
』
の
内
閣
文

庫
本
だ
と
見
て
、
恐
ら
く
誤
る
ま

（
5
（

い
。
こ
れ
は
、
全
国
各
地
の
文
献
に
出
る
河
童
関
係
の
記
事
を
集
成
し
た
「
奇
書
」
で
、「
蓬
生

談
」
が
そ
の
掉
尾
を
飾
っ
て
い
る
。
本
稿
で
も
ま
た
、
こ
れ
を
底
本
と
す
る
。

　

無
論
、
こ
こ
に
言
う
「
蓬
生
談
」
と
は
『
蓬
生
談
』（
全
10
巻（

6
（

）
全
体
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
全
巻
の
各
所
か
ら
河
童
を
主
題

と
す
る
16
の
話
を
特
定
し
て
抜
き
出
し
、
原
著
に
出
る
順
番
通
り
に
、
た
だ
し
見
出
し
も
、
ま
た
各
話
を
仕
切
る
余
白
も
一
切
置
く

こ
と
な
く
、
走
り
書
き
の
如
き
粗
い
筆
致
で
一
気
呵
成
に
書
き
写
し
た
行
書
体
の
手
稿
本
で
あ
る
。
柳
田
が
「
河
童
駒
引
」
中
で
引

用
し
て
い
る
の
は
、
原
典
『
蓬
生
談
』
の
第
三
巻
第
六
話
、「
隈
町
の
正
市
河
伯
と
相
撲
と
り
て
打
殺
す
事　

並
に
河
伯
阿
蘇
の
那

羅
園
坊
に
毎
年
参
勤
す
る
事
」（
傍
線
は
小
馬
）
末
尾
の
僅
か
数
行
に
当
た
る
部
分
で
あ
る
。
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四
、
世
に
広
く
知
ら
れ
る
日
田
の
河
童
憑
き
伝
承

　

こ
の
記
事
は
、
日
田
盆
地
は
隈
町
内
の
河
原
町
に
住
む
相
撲
取
り
、
白
糸
嘉
右
衛
門
の
長
男
正
市
が
、
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
河
伯

（
河
童
）
に
取
り
憑
か
れ
、
俄
に
発
狂
し
て
暴
れ
出
し
、
一
旦
は
癒
え
た
も
の
の
、
後
年
ま
た
突
然
熱
病
を
発
し
て
死
ぬ
ま
で
の
委

細
を
丹
念
に
物
語
っ
て
い
る
。
河
童
遭
遇
譚
（
憑
依
譚
）
が
古
来
数
多
く
語
ら
れ
て
き
た
日
田
地
方
で
も
、
こ
の
歴
史
的
で
臨
場
感

に
富
む
話
は
夙
に
知
ら
れ
、
今
日
ま
で
特
に
広
く
人
口
に
膾
炙
し
て
き
た
。
先
ず
、
そ
の
粗
筋
を
以
下
に
示
す
。

　

或
る
年
（
一
七
七
六
年
か
）
の
六
月
、
当
時
数
え
年
16
歳
の
正
市
は
、
父
親
嘉
右
衛
門
の
親
方
筋
に
当
た
る
同
町
内
の
壱
武
屋
伊

助
が
当
年
の
祇
園
会
「
山
鉾
出
し
役
」
を
無
事
務
め
上
げ
た
祝
宴
の
席
に
連
な
り
、
そ
の
宴
が
果
て
た
後
、「
町
裏
の
大
川
」（
日
田

川
、
つ
ま
り
今
日
の
三
隈
川
〔
筑
後
川
本
流
の
上
流
部
に
〕、
小
馬
注
）
へ
弟
た
ち
と
連
れ
立
っ
て
水
浴
に
出
掛
け
、
河
童
の
一
群

と
遭
遇
す
る
。
挑
ま
れ
る
ま
ま
相
撲
を
幾
番
も
立
て
続
け
に
取
る
内
に
、
格
別
に
大
き
い
一
匹
を
誤
っ
て
石
に
打
ち
つ
け
て
、
心
な

ら
ず
も
殺
し
て
し
ま
っ
た
。

　

帰
宅
後
に
大
挙
し
て
押
し
か
け
て
き
た
河
童
た
ち
を
目
掛
け
て
、
正
市
は
包
丁
を
振
り
回
し
、
荒
々
し
く
立
ち
向
か
う
。
だ
が
、

河
童
の
姿
は
、
正
市
は
別
に
し
て
、
余
人
の
目
に
少
し
も
見
え
な
い
。
狂
乱
し
て
立
ち
回
る
正
市
を
相
撲
人
が
数
人
が
か
り
で
取
り

抑
え
に
掛
か
る
も
の
の
、
正
市
は
常
に
は
見
ぬ
只
な
ら
ぬ
大
力
を
揮
っ
て
、
容
易
に
屈
伏
し
な
い
。
幾
人
だ
ろ
う
が
残
ら
ず
打
ち
負

か
し
て
や
る
、
さ
あ
か
か
っ
て
こ
い
と
彼
が
罵
り
騒
ぎ
続
け
る
の
で
、
漸
く
河
童
の
仕
業
だ
と
知
れ
た
。

　

そ
こ
で
、「
松
倉
郡
の
義
弘
の
脇

（
7
（

指
」
を
（
町
の
分
限
者
か
ら
、
小
馬
注
）
借
り
受
け
て
彼
の
枕
上
に
置
い
た
と
こ
ろ
、
正
市
は
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布
団
を
引
っ
被
り
、
や
っ
と
静
か
に
な
っ
た
。
だ
が
、
持
ち
主
の
了
見
の
狭
さ
ゆ
え
に
そ
の
刀
を
取
り
戻
さ
れ
た
こ
と
が
祟
っ
て
、

正
市
が
ま
た
荒
れ
狂
い
出
し
た
。
す
る
と
、
父
親
の
嘉
右
衛
門
は
、
止
む
な
く
隣
国
（
筑
後
国
）
久
留
米
は
瀬
の
下
の
尼
御
前
社
を

訪
れ
て
、
河
童
落
し
の
祈
禱
を
頼
ん
だ
。

　

神
主
は
、
し
た
り
顔
で
言
う
。
昨
日
河
伯
（
河
童
）
ど
も
が
訴
え
出
て
来
た
の
で
、
聞
き
取
っ
て
既
に
委
細
は
心
得
て
い
た
。
殺

さ
れ
た
の
は
「
某そ

れ
が
しの

川
」（
筑
後
川
、
小
馬
注
）
に
棲
む
名
の
あ
る
河
童
で
、
そ
の
手
下
ど
も
70
～
80
匹
程
の
怒
り
は
凄
ま
じ
く
、

必
ず
仇
を
討
つ
と
い
き
り
立
っ
て
い
る
。
事
態
は
容
易
で
は
な
い
が
、
自
分
が
祈
禱
し
て
宥
め
れ
ば
納
得
も
す
る
だ
ろ
う
、
と
。
そ

し
て
、
修
法
し
て
か
ら
、
御
幣
一
本
と
そ
の
日
神
前
に
供
え
て
あ
っ
た
「
御
供
の
飯
」
少
量
に
「
札
守
」
を
添
え
て
嘉
右
衛
門
に
託

し
、
御
幣
は
相
撲
を
取
っ
た
現
場
の
川
岸
に
刺
せ
、
御
供
は
正
市
に
食
べ
さ
せ
ろ
等
、
細
々
と
指
示
を
与
え
た
。

　

筑
後
国
の
河
童
が
一
体
な
ぜ
豊
後
国
の
日
田
に
居
合
わ
せ
た
の
か
と
、
神
主
の
話
の
意
外
な
成
り
行
き
を
訝
し
ん
だ
嘉
右
衛
門
が
、

募
る
疑
念
抑
え
が
た
く
、
思
い
切
っ
て
尋
ね
る
と
、
神
主
は
、
先
ず
「
不
審
尤
な
り
」
と
答
え
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
物
語
っ
て

応
じ
た
―
以
下
、
柳
田
の
要
約
⒜
に
相
当
す
る
部
分
。

　

年
々
四
五
月
の
交
、
肥
後
国
阿
蘇
郡
阿
蘇
神
社
の
社
僧
那
羅
延
坊
の
も
と
に
伺
候
す
る
事
彼
等
が
例
也
。
し
か
る
に
一
年
は

本
国
上
妻
郡
矢
部
川
よ
り
登
り
て
、
帰
る
道
日
田
川
に
と
る
。
一
年
は
日
田
川
よ
り
登
り
て
矢
部
川
を
下
り
帰
る
例
に
て
、
即

ち
今
年
日
田
川
を
下
り
来
し
時
六
月
八
日
な
り
し
に
、
日
田
川
の
河
伯
、
今
四
五
日
止
ま
れ
、
祇
園
会
な
れ
ば
見
物
し
て
帰
る

べ
し
と
い
う
に
任
せ
て
止
ま
り
た
る
と
言
へ
り
。



河童信仰の司宰「那羅延坊」とは何者か75

　

曰
く
、
筑
後
国
の
河
童
た
ち
は
、
毎
年
決
ま
っ
て
4
月
末
か
ら
5
月
初
め
に
、
阿
蘇
神
社
の
社
僧
で
あ
る
那
羅
延
坊
へ
と
ご
機
嫌

伺
い
に
出
発
す
る
の
を
慣
い
と
し
て
い
る
。
南
側
の
筑
後
国
上
妻
郡
の
矢
部
川
筋
か
ら
東
側
の
肥
後
国
阿
蘇
山
に
登
っ
て
帰
路
北
側

の
豊
後
国
の
日
田
川
筋
か
ら
筑
後
国
に
下
る
コ
ー
ス
を
採
る
年
（
①
）
と
、
そ
の
逆
の
コ
ー
ス
を
採
る
年
（
②
）
を
交
互
に
入
れ
代

え
る
。
今
年
は
①
に
当
た
る
年
で
、
阿
蘇
山
を
下
っ
て
丁
度
日
田
川
ヘ
と
来
か
か
っ
た
の
が
、（
仰
ぎ
見
る
程
巨
大
な
山
車
の
曳
回

し
で
近
隣
一
円
に
名
高
い
、
小
馬
注
）
日
田
の
祇
園
会
の
祭
礼
時
に
当
た
る
六
月
八
日
だ
っ
た
。
筑
後
の
河
童
ど
も
は
、
日
田
川
の

河
童
た
ち
が
折
角
の
祇
園
会
だ
か
ら
も
う
四
、
五
日
逗
留
し
て
見
物
す
る
が
い
い
と
勧
め
る
の
に
応
じ
て
従
っ
た
の
だ
。

　

嘉
右
衛
門
が
帰
郷
し
て
尼
御
前
神
主
の
指
示
通
り
に
実
行
し
た
と
こ
ろ
、
正
市
は
無
事
本
復
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
九
年
後
の

「
天
明
五
年
乙
己
」（
一
七
八
五
）「
十
一
月
夜
深
く
」、
正
市
は
通
り
掛
か
っ
た
町
外
れ
の
堀
の
端
で
水
中
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
夥
し

い
物
音
に
驚
い
て
突
如
寒
気
を
覚
え
、
帰
宅
後
に
傷
寒
の
病
（
熱
病
）
に
冒
さ
れ
て
、
つ
い
に
死
ん
だ
。
こ
れ
は
偏
に
河
童
ど
も
が

結
局
憤
り
を
解
か
ず
、
こ
の
期
に
及
ん
で
（
決
定
的
な
）
災
い
を
な
し
た
か
ら
だ
と
嘉
右
衛
門
が
人
々
に
語
っ
た
。

　

以
上
が
『
蓬
生
談
』
に
記
さ
れ
た
事
件
の
顚
末
で
あ
る
。
春
樹
は
、
そ
の
全
体
を
受
け
て
、「
予
六
七
才
の
時
に
て
母
と
母
が
父

の
家
に
行
て
居
た
り
し
か
ば
、
そ
こ
よ
り
相
近
け
れ
ば
下
男
に
負
は
れ
て
門
口
ま
で
見
に
行
き
し
こ
と
、
よ
く
覚
え
た

（
8
（

り
」
と
、
末

尾
に
近
く
記
す
。
な
お
、
こ
れ
は
森
春
樹
一
人
に
限
ら
ず
、
日
田
中
の
人
々
に
取
り
分
け
鮮
烈
な
印
象
を
残
す
河
童
馮
依
事
件
と
な

り
、
そ
の
後
繰
り
返
し
長
く
語
り
伝
え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。

　

春
樹
は
、
さ
ら
に
筆
を
進
め
、
那
羅
延
坊
の
一
体
何
者
な
る
か
を
次
の
よ
う
に
手
短
に
纏
め
て
記
し
、
全
体
を
締
め
括
っ
て
い
る

―
柳
田
の
⒞
・
⒟
・
⒠
に
相
当
。
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で
あ
る
、
⒡
・
⒢
の
妥
当
性
を
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

先
ず
、
少
な
く
と
も
「
⒢
何
ハ
ト
モ
ア
レ
九
州
ノ
河
童
ハ
、
眷
属
大
群
ヲ
為
シ
且
ツ
移
動
性
ニ
富
ム
コ
ト
ヲ
以
テ
一
特
色
ト
ス
」

の
前
半
部
、「
九
州
ノ
河
童
ハ
、
眷
属
大
群
ヲ
為
シ
」
は
、
何
気
な
く
見
え
て
も
、
実
は
そ
れ
ま
で
に
例
を
見
な
い
誠
に
鋭
敏
な
指

摘
で
あ
る
。
確
か
に
、
そ
う
言
わ
れ
れ
ば
、
関
東
や
東
北
等
、
九
州
以
外
の
土
地
の
河
童
は
何
処
で
も
単
独
で
淵
や
沼
に
棲
ん
で
い

る
主
の
よ
う
な
感
が
強
く
あ
り
、
こ
の
点
で
明
確
に
対
照
的
だ
と
言
え
そ
う
だ
。

　

尼
御
前
の
眷
属
で
あ
っ
て
、
大
挙
し
て
那
羅
延
坊
に
詣
で
た
筑
後
川
・
矢
部
川
の
河
童
の
大
群
が
帰
る
さ
に
日
田
祇
園
会
を
見
物

し
て
い
て
偶
々
正
市
を
襲
っ
た
の
だ
と
尼
御
前
の
神
主
が
言
う
の
も
、
柳
田
の
見
解
⒢
前
半
部
を
よ
く
支
持
し
て
い
る
。
大
概
、
こ

の
川
や
豊
後
国
の
山
国
川
流
域
の
河
童
、
つ
ま
り
豊
前
・
豊
後
の
河
童
た
ち
は
、
壇
の
浦
で
戦
死
し
た
平
家
の
将
兵
た
ち
の
魂
魄
が

　

又
那
羅
延
坊
と
云
は
、
昔
よ
り
俗
に
河
伯
の
司

と
云
て
、
今
猶
代
々
河
伯
を
し
づ
む
る
祈
禱
は
諸

人
た
の
む
こ
と
に
て
、
我
郷
に
も
来
れ
る
事
折
々

な
り
。

五
、
尼
御
前
と
那
羅
延
坊

　

こ
こ
で
、
も
う
一
度
「
河
童
駒
引
」
に
立
ち
返
り
、

柳
田
が
そ
の
内
容
に
加
え
た
二
つ
の
手
短
か
な
論
評
部
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化
し
た
も
の
で
、
川
底
を
王
土
と
な
し
て
群
居
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（
小
馬　

一
九
九
六
）。

　

ま
た
、
渋
江
家
の
事
跡
も
こ
の
見
解
⒢
前
半
部
を
強
力
に
裏
書
き
す
る
。（
享
保
五
年
〔
一
七
二
〇
〕
馬
瀬
俊
継
編
著
）『
北
肥
戦

史
』
に
、
渋
江
家
伝
来
の
「
河
童
人
形
起
源
説
」
神
話
が
載
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
神
護
景
雲
の
頃
、
春
日
神
（
建
甕
槌

命
）
が
（
称
徳
天
皇
の
勧
請
を
受
け
て
）
鹿
島
か
ら
奈
良
三
笠
山
に
や
っ
て
来
る
に
際
し
て
、
渋
江
家
の
直
系
の
遠
祖
で
あ
る
橘
島

田
丸
が
春
日
大
社
の
社
殿
造
営
事
業
の
奉
行
を
拝
命
し
た
。
配
下
の
内
匠
何
某
が
99
体
の
人
形
を
作
っ
て
加
持
す
る
と
人
形
た
ち
は

忽
ち
童
子
に
姿
を
変
じ
、「
あ
る
時
は
水
底
に
入
り
あ
る
時
は
山
上
に
到
り
て
神
力
を
播
し
、
精
力
を
励
し
」
た
の
で
、
瞬
く
間
に

造
営
し
終
え
た
。
そ
の
後
、
邪
魔
に
な
っ
て
、
人
形
を
皆
川
中
に
削
り
捨
て
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
で
も
前
の
通
り
に
活
発
に
動
き
回
っ

て
「
六
畜
を
侵
し
て
、
甚
だ
世
の
禍
」
と
な
っ
た
。
そ
れ
を
深
く
案
じ
た
称
徳
天
皇
の
勅
令
を
受
け
て
島
田
丸
が
人
形
た
ち
を
鎮
め

た
が
、「
今
の
河
童
こ
れ
な
り
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
佐
賀
県
に
も
こ
れ
に
密
接
す
る
類
例
が
あ
る
。
渋
江
家
の
先
祖
（
島
田
丸
の
直
系
の
裔
）
で
あ
る
薩
摩
守
橘
公
業
は
、

『
吾
妻
鏡
』
に
よ
れ
ば
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
肥
前
長
島
荘
（
現
武
雄
市
潮
見
）
に
入
部
し
た
。
そ
し
て
、
爾
来
こ
の
地
を
三
百

数
十
年
間
治
め
た
。
公
業
入
部
以
前
か
ら
同
地
に
あ
っ
た
古
社
と
し
て
知
ら
れ
る
潮
見
神
社
に
も
、
渋
江
氏
の
「
河
童
人
形
起
源

説
」
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
く
わ
え
て
、
同
神
社
に
は
、
橘
公
業
の
長
島
荘
入
部
に
当
た
っ
て
、
同
氏
の
氏
神
で
あ
る
元
水
神
の
眷
属

と
し
て
河
童
も
付
き
従
っ
て
移
っ
て
き
た
と
い
う
伝
説
も
合
わ
せ
て
残
っ
て
い
る
。（
小
馬　

二
〇
一
四
）。

　

恐
ら
く
こ
れ
以
上
多
言
を
要
し
な
い
だ
ろ
う
が
、
も
う
一
つ
だ
け
、
折
口
信
夫
が
紹
介
し
た
、
渋
江
家
の
島
田
丸
の
神
話
と
同
工

異
曲
の
、
壱
岐
の
「
あ
ま
ん
じ
ゃ
く
め
」
伝
説
を
追
加
し
て
お
こ
う
。
こ
の
話
は
、
竹
田
の
番
匠
が
藁
人
形
を
作
り
、「
三
千
の
人

形
に
、
千
体
は
海
へ
、
千
体
は
川
へ
、
千
体
は
山
へ
行
け
、
と
い
う
て
放
し
た
。
此
が
皆
、
が
あ
た
ろ
に
な
っ
た
」（
折
口　

一
九
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地
を
失
っ
た
公
師
も
、
そ
の
最
晩
年
、
波
多
氏
や
松
浦
氏
の
縁
で
暫
く
壱
岐
に
身
を
寄
せ
た
。
彼
ら
の
滞
在
が
、
島
田
丸
伝
説
伝
播

の
契
機
に
な
っ
た
旨
、
筆
者
が
既
に
論
じ
て
い
る
（
小
馬　

二
〇
一
四
：
八
〇-

八
一
、
一
一
二-

一
一
三
）。

　

武
雄
の
潮
見
城
落
城
後
、
公
師
と
そ
の
四
人
の
息
子
た
ち
は
、
大
村
氏
に
出
仕
し
た
。
長
男
公
種
は
初
代
藩
主
喜
前
（
純
忠
の

息
）
の
妹
を
妻
に
得
て
家
老
職
に
就
い
た
が
、「
元
水
神
の
法
」
を
継
が
ず
に
大
村
姓
を
名
乗
っ
た
。
彼
の
三
人
の
弟
た
ち
は
元
水

神
に
奉
仕
す
る
神
主
と
の
兼
務
を
公
認
さ
れ
、
藩
の
雨
乞
い
行
事
等
を
司
る
と
同
時
に
、
河
童
除
け
の
護
符
を
肥
前
一
円
に
広
く
配

付
し
た
。
公
師
の
次
男
公
茂
が
公
種
に
代
わ
っ
て
「
元
水
神
の
法
」
と
肥
前
渋
江
宗
家
を
受
け
継
ぎ
、
肥
前
波
佐
見
に
水
神
堂
を
創

建
す
る
。
ま
た
公
師
の
三
男
公
延
が
開
基
で
あ
る
長
崎
の
水
神
社
（
今
日
の
水
神
々
社
）
は
、
西
回
り
航
路
に
連
な
る
各
地
の
千
石

船
（
北
前
船
）
の
み
な
ら
ず
、
中
国
の
ジ
ャ
ン
ク
や
オ
ラ
ン
ダ
船
の
安
全
祈
願
も
行
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（
小
馬
二
〇
一
二

二
九
：
一
二
九-

一
三
〇
）
と
す
る
。

　

こ
の
伝
説
の
形
成
に
も
、
実
は
渋
江
氏
の
存
在
が
背

景
に
あ
っ
た
。
渋
江
家
第
14
代
目
当
主
公
親
が
大
永
八

年
（
一
五
二
八
）
に
肥
後
長
島
の
領
地
を
一
旦
失
っ
た

後
、
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）
か
ら
、
（8
歳
に
な
る
天

文
一
一
年
（
一
五
四
二
）
ま
で
の
13
年
余
り
、
母
親
の

親
元
に
当
た
る
波
多
家
に
身
を
寄
せ
、
壱
岐
に
滞
在
し

て
い
た
。
ま
た
、
公
親
の
長
男
で
第
15
代
当
主
で
あ
り
、

つ
い
に
後
藤
氏
に
敗
れ
て
肥
前
潮
見
（
長
島
荘
）
の
領
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ａ
）。

　

公
師
の
弟
（
公
親
の
次
男
）
で
潮
見
城
落
城
の
際
に
（1
歳
で
討
ち
死
に
し
た
公
重
の
忘
れ
形
見
で
あ
る
公
実
は
、
肥
後
国
山
鹿
在

住
の
外
戚
合
志
氏
の
手
で
に
養
育
さ
れ
、
肥
後
渋
江
氏
の
鼻
祖
と
な
る
。
肥
後
渋
江
氏
は
肥
前
渋
江
氏
と
そ
の
後
も
連
絡
を
頻
繁
に

取
り
合
っ
て
密
接
な
関
係
を
維
持
し
、
肥
前
渋
江
氏
以
上
に
よ
く
渋
江
水
神
（
元
水
神
）
信
仰
を
九
州
各
地
に
広
め
た
。

　

次
に
こ
こ
で
、
那
羅
延
坊
に
つ
い
て
、「
⒡
其
ノ
由
緒
ハ
久
留
米
ノ
尼
御
前
ヨ
リ
モ
古
キ
ガ
如
シ
」
と
す
る
柳
田
の
問
題
の
論
評

の
当
否
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

念
の
た
め
に
、
も
う
一
度
次
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。『
蓬
生
談
』
第
三
巻
第
六
話
中
、
正
市
の
本
復
を
願
っ
て
、
父
親
嘉

右
衛
門
が
久
留
米
の
尼
御
前
を
訪
れ
る
。
神
主
の
説
明
を
聞
い
た
嘉
右
衛
門
は
、
最
初
、
他
国
（
筑
後
）
の
河
童
に
よ
る
加
害
の
結

果
と
い
う
意
想
外
の
そ
の
言
が
腑
に
落
ち
ず
、
一
体
な
ぜ
彼
ら
が
豊
後
日
田
に
居
た
の
か
と
、
少
し
も
臆
せ
ず
単
刀
直
入
に
疑
念
を

ぶ
つ
け
た
。
す
る
と
、
神
主
は
「
不
審
は
も
っ
と
も
だ
」
と
進
ん
で
肯
い
、
そ
れ
な
ら
ば
と
、
河
童
那
羅
延
坊
巡
礼
話
を
持
ち
出
し

て
得
心
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

事
の
こ
の
成
り
行
き
と
口
ぶ
り
に
は
、
こ
の
神
主
の
何
処
か
那
羅
延
坊
に
佞
る
が
ご
と
き
風
情
が
窺
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
事

実
は
、
恐
ら
く
尼
御
前
が
那
羅
延
坊
に
一
目
置
い
て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
日
田
の
人
々
が
尼
御
前
よ
り
も
古

く
か
ら
那
羅
延
坊
に
馴
染
み
、
も
っ
と
強
く
自
然
な
信
頼
を
置
い
て
い
た
と
ひ
と
ま
ず
は
見
做
し
て
良
さ
そ
う
だ
。

　

嘉
右
衛
門
の
尼
御
前
神
主
の
言
動
へ
の
半
信
半
疑
ぶ
り
を
示
す
応
待
は
、
他
の
箇
所
に
も
窺
え
る
。
正
市
は
、
病
が
一
旦
癒
え
た

か
に
見
え
た
も
の
の
、
そ
の
九
年
後
に
、
先
の
通
り
の
経
緯
で
突
然
死
し
た
。
春
樹
は
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
「
是
全
く
彼
等
が
憤

解
ず
こ
こ
に
到
り
て
禍
せ
し
も
の
と
嘉
右
衛
門
語
れ
り
」（
偏
に
河
童
ど
も
が
憤
り
を
解
か
ず
に
、
こ
の
期
に
及
ん
で
も
依
然
執
念
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深
く
災
い
を
な
し
た
か
ら
だ
と
嘉
右
衛
門
が
語
っ
た
）
と
書
い
て
い
る
。
父
親
嘉
右
衛
門
の
こ
の
一
見
潔
い
口
吻
の
裏
側
に
は
、
眷

属
の
河
童
を
統
御
す
る
尼
御
前
神
主
の
通
力
の
未
熟
さ
に
対
し
て
蟠
る
疑
念
と
不
満
、
さ
ら
に
は
密
か
な
抗
議
の
意
図
が
和
え
か
に

透
け
て
見
え
る
と
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
蓬
生
談
』
本
文
に
直
に
当
た
っ
て
み
る
と
、
筑
後
の
河
童
那
羅
延
坊
巡
礼
話
が
確
か
な
民
間
伝
承
と
し
て
真
に
受
け
ら
れ
て
良

い
も
の
だ
っ
た
か
ど
う
か
も
、
次
の
通
り
判
然
と
は
決
め
兼
ね
る
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。

　
「
河
童
駒
引
」
中
の
上
記
⒝
に
対
す
る
補
足
部
分
（
Ａ
）
で
、
柳
田
が
「
河
童
ノ
山
ニ
入
ル
」・「
河
童
山
ヲ
出
ル
」
の
語
を
挙
げ

て
触
れ
て
い
る
通
り
、
九
州
の
一
部
に
は
、
河
童
が
春
に
山
か
ら
下
っ
て
田
の
神
に
な
り
、
秋
に
は
山
へ
戻
（
っ
て
山
童
に
な
）
る

と
伝
承
す
る
地
方
が
、
確
か
に
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
、「
⒜
筑
肥
海
岸
地
方
ノ
河
童
ハ
、
毎
年
四
五
月

ノ
頃
筑
後
川
ノ
流
レ
ヲ
溯
リ
、
豊
後
ノ
日
田
ヲ
経
テ
阿
蘇
ノ
社
僧
那
羅
延
坊
ガ
許
ニ
伺
候
ス
」
と
す
る
民
俗
伝
承
、
つ
ま
り
、
筑
後

の
海
岸
部
か
ら
那
羅
延
坊
へ
の
コ
ー
ス
①
と
そ
の
逆
転
し
た
コ
ー
ス
②
を
一
年
交
代
で
辿
る
巡
礼
が
、
旧
来
筑
後
の
河
童
た
ち
の
習

い
性
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
言
説
が
、
こ
の
他
に
は
全
く
見
出
せ
な
い
の
だ
。
仮
に
正
市
の
事
件
の
発
生
が
歴
史
的
な
事
実
だ
と
し

て
、
そ
れ
が
偶
々
日
田
祇
園
会
期
間
中
に
起
き
た
偶
然
の
符
合
に
こ
れ
幸
と
事
寄
せ
た
、「
尼
御
前
神
主
」
の
当
意
即
妙
の
俄
か
作

り
の
話
で
あ
っ
た
可
能
性
さ
え
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
今
一
度
確
認
し
て
お
け
ば
、
本
稿
の
眼
目
は
、
⒢
「
眷
属
大
群
ヲ
為
シ
且
ツ
移
動
性
ニ
富
ム
コ
ト
ヲ
以
テ
一
特
色
ト
ス
」
る

「
九
州
ノ
河
童
」
を
統
御
す
る
呪
術
的
な
職
能
者
、
つ
ま
り
那
羅
延
坊
・
尼
御
前
・
渋
江
家
の
相
互
関
係
を
実
際
の
歴
史
の
文
脈
で

詳
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
検
討
に
基
づ
け
ば
、
那
羅
延
坊
は
「
⒡
其
ノ
由
緒
ハ
久
留
米
ノ
尼
御
前
ヨ
リ
モ
古
キ
ガ

如
シ
」
と
す
る
柳
田
の
判
断
は
一
応
首
肯
で
き
よ
う
。
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た
だ
し
、
以
上
の
整
理
と
検
討
か
ら
も
う
一
つ
浮
び
上
っ
て
き
た
の
は
、「
⒜
筑
肥
海
岸
地
方
ノ
河
童
ハ
、
毎
年
四
五
月
ノ
頃
筑

後
川
ノ
流
レ
ヲ
溯
リ
、
豊
後
ノ
日
田
ヲ
経
テ
阿
蘇
ノ
社
僧
那
羅
延
坊
ガ
許
ニ
伺
候
ス
ト
云
ウ
」
言
辞
が
、
極
め
て
例
外
的
で
孤
立
的

な
も
の
だ
と
い
う
、
別
の
極
め
て
重
大
な
事
実
で
あ
る
。

　

柳
田
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
資
料
批
判
も
実
地
の
検
証
も
全
く
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
彼
の
炯
眼
が
事
の
半
面
に
し
か
届
い

て
い
な
い
危
険
性
も
十
分
に
あ
り
得
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
は
、
那
羅
延
坊
の
「
⒡
（
其
ノ
）
由
緒
ハ
久
留
米
ノ
尼
御
前
ヨ
リ
モ
古

キ
ガ
如
シ
」
と
判
断
し
た
、
柳
田
が
依
っ
て
立
つ
土
台
の
合
理
性
す
ら
突
き
崩
さ
れ
兼
ね
な
い
と
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

や
は
り
、
正
市
の
父
親
嘉
右
衛
門
が
疑
念
を
隠
し
切
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
尼
御
前
社
神
主
の
説
明
に
大
き
く
依
拠
す
る
⒢
後
半

部
、「
移
動
性
ニ
富
ム
コ
ト
ヲ
以
テ
一
特
色
ト
ス
」
も
ま
た
、
こ
こ
で
一
旦
立
ち
止
ま
っ
て
よ
く
再
吟
味
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ

う
だ
―
少
な
く
と
も
那
羅
延
坊
巡
礼
説
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
必
須
の
手
続
き
だ
と
言
え
る
。

六
、
渋
江
家
と
尼
御
前
と
の
関
係

　

で
は
次
に
、
渋
江
家
と
尼
御
前
・
那
羅
延
坊
の
相
互
関
係
は
ど
う
か
。
先
ず
、
尼
御
前
と
の
関
係
か
ら
始
め
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
以
前
別
稿
（
小
馬　

一
九
九
六
：
六
九
八
、
他
）
で
予
備
的
に
取
り
上
げ
て
、
尼
御
前
の
開
祖
、
真
木
志
津
摩
が
肥
後
国
菊

池
地
方
に
出
自
を
も
ち
、
同
地
で
既
に
地
歩
を
固
め
て
い
た
渋
江
家
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
蓋
然
性
を
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
本

稿
の
眼
目
は
、
む
し
ろ
渋
江
家
と
那
羅
延
坊
と
の
関
係
の
究
明
の
方
に
こ
そ
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
、
渋
江
家
と
尼
御
前
と

の
関
係
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
そ
の
別
稿
に
譲
り
、
些
か
補
足
す
る
に
止
め
た
い
。
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第
一
に
、
渋
江
家
の
歴
史
は
、『
吾
妻
鏡
』
以
下
の
諸
文
献
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
時
代
初
頭
以
降
、
確
実
に
跡
づ
け
ら

れ
る
。
長
島
荘
時
代
の
同
家
の
膨
大
な
荘
園
文
書
（『
小
鹿
島
文
書
』・『
橘
中
村
文
書
』）
は
、
我
が
国
の
中
世
荘
園
研
究
に
関
す
る

極
め
て
重
要
な
基
礎
資
料
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
こ
こ
ま
で
の
論
述
に
徴
し
て
も
、
江
戸
時
代
以
前
の
同
家
の
盛
ん
な
活

動
の
片
鱗
を
隨
所
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

他
方
、
久
留
米
瀬
の
下
の
尼
御
前
（
水
天
宮
の
前
身
、
ま
た
別
名
）
は
、
江
戸
時
代
、
久
留
米
藩
の
保
護
を
受
け
て
栄
え
た
。
文

政
元
年
（
一
八
一
八
）、
同
藩
主
有
馬
頼
徳
が
三
田
の
江
戸
藩
邸
（
上
屋
敷
）
内
に
屋
敷
神
と
し
て
分
霊
を
勧
請
し
た
。「
五
の
日
」

（
毎
月
五
日
、
後
に
は
一
日
、
五
日
、
一
五
日
）
を
縁
日
と
し
て
江
戸
庶
民
に
公
開
す
る
と
、
た
ち
ま
ち
流
行
神
と
な
っ
て
熱
狂
的

な
指
示
を
得
、「
そ
う
で
有
馬
の
水
天
宮
」
の
地
口
で
巷
間
持
て
囃
さ
れ
た
。
幕
末
か
ら
明
治
初
年
（
同
五
年
に
牡
蠣
殻
町
の
現
在

地
に
移
転
）、
ほ
と
ん
ど
の
他
藩
が
財
政
破
綻
で
難
渋
を
極
め
る
の
を
余
所
目
に
、
独
り
久
留
米
藩
が
左
団
扇
だ
っ
た
の
は
有
名
な

話
で
あ
る
（
小
馬
二
〇
一
二
ａ
：
二
〇
五-
二
〇
六
）。
む
し
ろ
、
江
戸
で
の
令
名
が
久
留
米
の
本
社
を
引
き
立
て
た
の
だ
。

　

恐
ら
く
こ
う
し
た
大
成
功
を
受
け
て
、
水
天
宮
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
も
社
伝
の
整
理
を
鋭
意
推
し
進
め
、『
水
天
宮
御
利
生
記
』

（
一
八
八
六
）、
並
び
に
『
水
天
宮
神
徳
記
』（
一
八
九
七
）
が
編
ま
れ
た
。
そ
れ
以
前
の
幾
つ
か
の
社
伝
の
内
容
は
実
証
性
が
乏
し

く
、
混
乱
し
、
錯
綜
を
極
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

水
天
宮
の
名
が
文
献
に
現
れ
た
最
古
の
例
は
、
一
七
〇
〇
年
代
後
半
、
久
留
米
藩
士
石
原
為
平
の
手
で
編
ま
れ
た
『
石
原
家
記
』

上
巻
に
載
る
、「
寛
文
十
（
年
）
庚
戌
年
」（
一
六
七
〇
）
の
「
何
之
時
代
開
元
不
知
慶
安
三
寅
（
一
六
五
〇
）
九
月
忠
頼
公
え
言
上

仕
瀬
下
へ
宮
地
拝
領
社
再
興
仕
申
候
」
云
々
の
記
事
で
あ
る
。
引
用
し
た
部
分
は
、
尼
御
前
の
草
創
期
は
不
明
な
が
ら
、
一
六
七
〇

年
に
久
留
米
藩
主
か
ら
瀬
の
下
に
土
地
を
下
拝
さ
れ
て
、
社
殿
を
「
再
興
」
し
た
と
言
う
の
が
文
意
で
あ
る
。
す
る
と
、
尼
御
前
の
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活
動
は
、
渋
江
家
と
比
較
し
た
場
合
、（
恐
ら
く
そ
の
影
響
下
で
）
か
な
り
大
き
く
遅
れ
て
始
ま
っ
た
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。

　

水
天
宮
の
社
伝
中
で
も
最
も
古
い
、
宮
内
庁
書
陵
部
本
『
水
天
宮
縁
起
』（
内
題
『
天
御
前
伝
』）
の
奥
書
の
年
記
は
、
文
祿
二
年

（
一
五
九
五
）
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
疑
義
が
大
き
い
。
こ
こ
で
は
、
同
書
中
で
、
河
童
を
意
味
す
る
「
水
虎
」
の
語
が
用
い

ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
、
中
村
禎
里
の
次
の
批
判
的
な
見
解
に
耳
を
傾
け
て
、
問
題
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

水
虎
の
名
を
著
名
に
し
た
の
は
（
李
時
珍
の
手
に
な
る
明
代
の
代
表
的
な
本
草
学
の
研
究
書
、
小
馬
注
）『
本
草
綱
目
』（
一

五
九
六
年
刊
）
で
あ
っ
た
。『
本
草
綱
目
』
が
日
本
に
入
っ
た
の
は
一
六
〇
七
年
、
最
初
の
和
刻
本
の
出
版
は
一
六
三
七
年
で

あ
る
。
ま
た
水
虎
の
名
称
が
い
っ
そ
う
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、（
貝
原
益
軒
が
著
し
た
、
小
馬
注
）『
大
和
本

草
』（
一
七
〇
九
年
刊
）
以
後
と
推
定
さ
れ
る
。 

（
中
村　

一
九
九
六
：
三
〇
〇
）

　

要
す
る
に
、
こ
う
し
た
『
天
御
前
伝
』
成
立
の
経
緯
の
分
析
の
一
端
を
鑑
み
た
だ
け
で
も
、
同
社
の
宗
教
的
職
能
者
と
し
て
の
歴

史
が
渋
江
家
に
相
当
遅
れ
て
形
成
さ
れ
た
と
、
安
ん
じ
て
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。

七
、
阿
蘇
の
「
社
僧
」
那
羅
延
坊

　

さ
て
、
本
稿
の
枢
要
な
課
題
は
、
那
羅
延
坊
そ
れ
自
体
で
は
必
ず
し
も
な
く
、
何
と
言
っ
て
も
『
蓬
生
談
』・「
河
童
駒
引
」
中
に

出
る
そ
の
「
那
羅
延
坊
」
と
は
一
体
何
者
な
の
か
、
ま
た
そ
の
「
那
羅
延
坊
」
と
渋
江
家
が
ど
の
よ
う
な
相
互
関
係
に
あ
っ
た
の
か
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を
典
拠
と
し
て
、「
な
ら
え
ん
ば
（
傍
線
は
小
馬
）、
渋
谷

（
9
（

公
、
肥
後
の
澁
江
、
筑
後
の
釜

（
（1
（

屋
、
藝
州
の
源
左
衛

（
（（
（

門
は
河
童
を
率
ゐ
て

自
由
に
使
ふ
と
い
ふ
」（
日
野　

一
九
七
九
：
一
五
五
）
と
述
べ
て
い
る
。
日
野
は
、
こ
れ
ら
九
州
の
四
家
と
芸
州
の
一
家
に
挟
ま

れ
て
地
理
的
に
近
接
す
る
山
口
県
の
人
だ
が
、
文
献
的
に
表
面
を
軽
く
な
ぞ
る
だ
け
で
済
ま
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
な
ら
え
ん

ば
」
は
那
羅
延
坊
の
こ
と
だ
と
見
て
誤
る
ま
い
。

　

さ
ら
に
、
生
物
学
か
ら
科
学
史
へ
と
歩
を
進
め
た
研
究
歴
を
生
か
し
て
、
文
系
・
理
系
の
発
想
を
縦
横
に
交
差
さ
せ
る
独
自
の
総

合
的
な
河
童
研
究
の
労
作
を
著
し
た
中
村
禎
里
も
、
こ
う
述
べ
る
に
止
ま
る
。

　

那
羅
円
坊
の
那
羅
円
（
傍
線
は
小
馬
）
が
仏
教
の
那
羅
延
天
に
由
来
す
る
と
い
う
若
尾
五
郎
の
意
見
に
、
間
違
い
は
あ
る
ま

を
究
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
作
業
の
開
始
に
先
立
っ
て
、
や
は
り

こ
こ
で
一
旦
「
蓬
生
談
」
の
記
事
を
離
れ
、
宗
教
者
と

し
て
の
那
羅
延
坊
そ
れ
自
体
を
実
際
の
歴
史
の
文
脈
で

正
確
に
把
握
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、
那
羅
延
坊
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
好
事
家
や

河
童
研
究
者
の
間
で
も
き
わ
め
て
曖
昧
だ
と
言
う
べ
き

だ
。
例
え
ば
、
日
野
巌
は
、
谷
川
士
清
（
編
）『
倭
訓

栞
』（
一
七
七
七-

一
八
七
七
）
と
『
あ
り
の
ま
ま
』
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い
。
那
羅
延
天
の
梵
語narayana

は
人
の
子
を
意
味
す
る
が
、
金
剛
力
士
と
も
訳
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
河
童
の
相
撲
と
関

係
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
坊
名
を
名
の
る
点
か
ら
窺
う
と
、
こ
の
伝
承
上
の
社
僧
の
背
後
に
、
修
験
・
山
僧
の
姿
も
ほ
の

見
え
る
。

 

（
中
村　

一
九
九
六
：
二
六
八
）

　

端
的
に
言
え
ば
、
中
村
は
、
那
羅
延
坊
を
「
河
童
駒
引
」
中
の
一
話
に
登
場
す
る
「
伝
承
上
の
社
僧
」
だ
と
理
解
し
て
い
る
。
他

方
、『
蓬
生
談
』
は
「
肥
後
国
阿
蘇
郡
阿
蘇
神
社
の
社
僧
那
羅
圓
坊
」（
傍
線
は
小
馬
）
と
、
ま
た
「
河
童
駒
引
」
は
「
阿
蘇
ノ
社
僧

那
羅
延
坊
」
と
し
、
両
書
と
も
、
那
羅
延
坊
を
阿
蘇
神
社
に
属
す
る
（
実
在
の
）
社
僧
だ
と
し
て
い
る
。
中
村
は
、
上
の
引
用
部
を

受
け
、「
山
人
の
移
動
の
よ
う
す
が
、
那
羅
円
坊
の
伝

承
と
習
合
し
て
、
水
天
宮
社

（
（1
（

僧
談
が
で
き
あ
が
っ
た
の

で
は
な
い
か
」（
中
村　

一
九
九
六
：
二
六
九
、
傍
線

は
小
馬
）
と
見
た
。
両
者
の
見
解
は
本
質
的
に
微
妙
な

差
異
が
あ
る
と
は
言
え
、
尼
御
前
神
主
が
語
る
河
童
の

那
羅
延
坊
巡
礼
譚
の
背
景
に
は
、
那
羅
延
坊
そ
れ
自
体
、

或
い
は
「
修
験
・
山
僧
の
姿
」
が
控
え
て
い
る
と
見
る

点
で
、
構
造
的
に
ほ
ぼ
通
底
し
合
っ
て
い
る
。

　

筆
者
も
本
稿
で
、
他
で
も
な
く
、
そ
の
「
那
羅
延
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坊
」・「
伝
承
上
の
社
僧
」
と
は
何
者
な
の
か
を
実
証
的
に
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
方
、
中
村
は
、
民
間
の
民
俗
学
研
究
者
で

あ
る
若
尾
の
説
を
引
い
て
、
即
座
に
仏
教
学
に
想
を
求
め
た
抽
象
的
な
論
議
へ
と
踵
を
返
し
た
。
そ
う
せ
ず
に
、
実
在
す
る
阿
蘇
信

仰
そ
の
も
の
を
真
正
面
か
ら
凝
視
し
て
議
論
を
進
め
る
べ
き
だ
っ
た
ろ
う
。
柳
田
と
は
別
の
理
由
か
ら
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
ロ
ー

カ
ル
・
ノ
レ
ッ
ジ
に
肉
薄
し
よ
う
と
す
る
意
思
が
見
え
な
い
。
だ
が
、
そ
の
試
み
を
回
避
す
る
限
り
、
柳
田
的
「
定
説
」
の
（
権
威

の
）
壁
を
決
し
て
打
ち
破
れ
ま
い
。
ま
ず
は
実
際
の
「
阿
蘇
神
社
の
社
僧
那
羅
延
坊
」
と
は
一
体
何
者
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
に
、

正
面
か
ら
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

　

阿
蘇
山
の
山
岳
信
仰
は
、
山
頂
の
噴
火
口
（「
お
池
」、
ま
た
は
「
宝
池
」）
に
地
元
民
が
寄
せ
る
素
朴
な
畏
怖
・
尊
崇
の
念
に
起

源
を
持
つ
。『
続
日
本
後
紀
』
承
和
7
年
（
8
4
0
）
9
月
（1
日
の
条
は
、「
お
池
」
を
健
磐
龍
命
の
神
霊
池
と
し
、
こ
の
山
の
噴
火

が
神
の
怒
り
で
あ
り
、
異
変
の
前
兆
で
あ
る
と
捉
え
て
噴
煙
の
色
で
占
っ
た
。「
赤
煙
火
石
は
天
下
の
凶
事
、
黒
煙
火
石
は
国
土
の

凶
事
の
前
兆
と
み
な
す
と
言
伝
え
ら
れ
た
」（

（1
（

（
佐
藤
征
子　

二
〇
〇
四
：
七
七
七
）
の
で
あ
る
。
こ
の
地
を
支
配
し
た
「
阿
蘇
氏
は

奈
良
・
平
安
時
代
に
阿
蘇
社
の
神
主
お
よ
び
阿
蘇
郡
司
と
し
て
阿
蘇
谷
か
ら
南
郷
谷
へ
と
支
配
力
を
広
げ
て
い
っ
た
。
平
安
時
代
後

期
に
は
大
宮
司
と
な
り
、
武
家
領
主
の
性
格
を
強
め
た
」（
佐
藤
征
子　

二
〇
一
二
：
二
八
）。

　

一
方
、
阿
蘇
仏
教
の
開
祖
と
な
る
最
栄
は
、
比
叡
山
の
慈
恵
大
師
（
俗
称
元
三
大
師
・
角
大
師
）
の
弟
子
で
、
天
養
元
年
（
一
一

四
四
）
に
阿
蘇
山
を
訪
れ
、
阿
蘇
大
宮
司
友
孝
の
許
し
を
得
て
住
ん
だ
と
さ
れ
る
。
山
上
に
は
37
坊
が
建
ら
れ
、
信
仰
を
担
っ
て
き

た
僧
徒
集
団
は
、
当
初
「
衆
徒
」
と
「
講
中
」
に
分
け
ら
れ
た
。

　

元
来
、
衆
徒
と
は
山
上
に
居
住
す
る
僧
徒
の
こ
と
で
、
那
羅
延
坊
は
元
は
衆
徒
方
だ
っ
た
。
だ
が
、
永
正
年
間
（
一
五
〇
四-

一

五
二
一
）
に
、
大
宮
司
阿
蘇
惟
豊
に
よ
っ
て
他
の
二
坊
と
共
に
行
者
方
に
補
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
当
時
は
衆
徒
（0
坊
・
行
者
17
坊
の
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構
成
に
な
っ
た
（
佐
藤
征
子　

二
〇
〇
四
：
七
〇
三
）。
過
激
な
内
紛
が
続
い
て
い
た
阿
蘇
家
の
大
宮
司
に
と
っ
て
は
、
仏
教
者
の

坊
の
、
い
わ
ば
「
瑣
末
な
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
違
い
な
ど
、
本
質
的
な
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
阿
蘇
一
山
は
、
自
分
に
忠
誠

を
尽
く
す
者
に
坊
職
を
安
堵
し
て
「
本
坊
」
と
仰
が
れ
る
立
場
を
保
障
す
る
、
阿
蘇
氏
の
領
主
的
権
力
に
包
摂
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ

の
後
も
翻
弄
さ
れ
続
け
た
の
だ
と
言
え
る
。

　

衆
徒
は
元
々
山
住
み
だ
っ
た
。
し
か
し
「
阿
蘇
の
冬
は
厳
し
い
。
冬
の
間
は
常
住
す
る
修
行
者
、
久
住
（
行
者
）
を
除
き
、
衆
徒

は
麓
の
里
坊
に
下
り
た
と
思
わ
れ
る
」（
佐
藤
征
子　

二
〇
〇
四
：
七
二
二
）。
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）、
豊
臣
秀
吉
が
肥
後
に

入
国
し
て
来
る
と
、
阿
蘇
山
上
の
諸
坊
は
恐
れ
を
な
し
て
大
い
に
恐
慌
を
来
し
、
一
斉
に
「
山
上
よ
り
諸
方
に
落
去
」（『
肥
後
国

誌
』）
し
た
。
そ
の
結
果
、
阿
蘇
一
山
が
天
正
年
間
末
に
は
没
落
し
、
一
旦
廃
絶
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
の
後
、
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
末
、
加
藤
清
正
の
判
物
（
西
厳
殿
寺
文
書
）
に
基
づ
い
て
、
衆
徒
・
行
者
・
山
伏
が
呼
び
戻

さ
れ
、
山
麓
の
黒
川
村
に
坊
舎
が
再
建
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
阿
蘇
信
仰
の
復
興
が
成
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
山
上
の
体
制
を
「
古
坊

中
」、
黒
川
の
も
の
を
「
坊
中
」
と
呼
ん
で
区
別
す
る
。「
坊
中
」
で
は
、
豊
後
街
道
を
挟
ん
で
南
側
（
噴
火
口
側
）
に
本
堂
と
衆
徒

方
の
坊
舎
、
北
側
に
行
者
方
の
坊
舎
が
建
築
さ
れ
た
。
那
羅
延
坊
は
行
者
方
に
属
し
た
。
社
領
地
は
、
寺
格
（
上
、
中
、
下
の
坊
）

に
応
じ
て
若
干
の
差
異
が
あ
り
、
行
者
方
の
「
中
の
坊
」
格
と
さ
れ
た
那
羅
延
坊
は
、
10
石
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
後
、
他
坊
と
同
様

に
新
し
く
土
地
を
切
り
拓
い
て
、
新
地
開
高
を
得
て
僅
か
な
が
ら
も
石
高
を
増
し
て
行
く
。

　

新
し
い
「
坊
中
」
の
誕
生
か
ら
14
年
後
の
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
）、
江
戸
幕
府
は
「
修
験
法
度
」
を
制
定
し
、
修
験
者
が
天

台
宗
系
本
山
派
、
ま
た
は
真
言
宗
系
当
山
派
の
い
ず
れ
か
に
属
す
る
よ
う
厳
命
し
た
。
阿
蘇
は
、
一
山
と
し
て
は
天
台
宗
東
叡
山
寛

永
寺
末
と
な
る
。
一
方
、
衆
徒
は
真
言
宗
当
山
派
に
属
し
、
修
験
兼
学
の
行
者
は
両
属
す
る
と
い
う
、
如
何
に
も
入
り
組
ん
だ
所
属
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関
係
の
布
置
に
な
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
行
者
・
山
伏
が
衆
徒
に
対
抗
す
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
そ
の
後
、
実
際
、
阿
蘇
一
山
で

内
部
対
立
と
抗
争
が
盛
ん
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
衆
徒
は
東
叡
山
の
威
光
に
接
近
し
、
行
者
は
対
抗
手
段
と

し
て
（
阿
蘇
）
大
宮
司
を
頼
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
」（
佐
藤
征
子　

二
〇
〇
四
：
七
四
二
）
の
で
あ
る
。

　

阿
蘇
一
山
の
運
営
は
、
衆
徒
が
主
で
、
彼
ら
の
内
談
に
よ
る
合
議
制
の
下
、
交
代
で
選
ば
れ
る
年
行
事
が
そ
の
中
心
的
役
割
を
担

っ
た
。
ま
た
、
こ
の
大
局
的
な
構
図
の
他
に
、
坊
と
坊
の
間
に
は
統
領
（
棟
梁
）・
門
葉
と
い
う
師
弟
関
係
が
厳
然
と
し
て
あ
り
、

「
行
者
は
起
請
文
で
、
門
葉
と
し
て
統
梁
（
衆
徒
（0
坊
中
の
6
坊
、
小
馬
注
）
へ
の
年
頭
の
出
仕
は
怠
ら
な
い
と
誓
っ
た
」（
佐
藤
征

子　

二
〇
〇
四
：
七
四
二
）。
那
羅
延
坊
は
、
成
満
院
の
門
葉
寺
で
あ
っ
た
。「
統
領
・
門
葉
関
係
は
衆
徒
内
で
は
ほ
と
ん
ど
形
骸
化

し
て
い
た
が
、
行
者
へ
は
そ
の
関
係
を
強
調
」（
佐
藤
征
子　

二
〇
〇
四
：
七
四
三
）
し
た
。
こ
れ
に
く
わ
え
て
、「
年
功
に
よ
る
臈

次
制
も
認
め
ら
れ
る
」（
佐
藤
征
子　

二
〇
〇
四
：
七
〇
五
）
の
で
あ
っ
た
。

　

先
に
述
べ
た
通
り
、
各
坊
の
社
領
地
の
高
は
小
さ
く
、
且
つ
各
坊
は
檀
家
制
度
の
枠
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
経
済

的
基
盤
は
次
の
如
く
極
め
て
脆
弱
だ
っ
た
。
こ
の
当
時
は
、
無
論
那
羅
延
坊
も
例
外
で
は
な
い
。「
坊
舎
の
経
営
は
苦
し
く
、
寛
文

七
年
（
一
六
六
七
）
に
行
者
幸
密
坊
は
貧
寺
で
寺
役
等
が
勤
め
が
た
く
離
山
し
て
い
る
。
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
に
行
者
円
達
坊

が
行
者
那
羅
延
坊
の
寺
領
地
を
質
に
取
っ
た
こ
と
が
分
か
り
、
両
人
が
行
者
年
行
事
の
同
道
で
寺
社
奉
行
に
呼
び
出
さ
れ
、
円
達
坊

と
那
羅
延
坊
は
閉
門
処
分
と
な
っ
て
い
る
」（
佐
藤
征
子　

二
〇
〇
四
：
七
五
九
）
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
「
阿
蘇
坊
中
で
は
生
活
が
成
り
立
ち
難
い
と
い
う
理
由
で
見
世
物
興
行
と
富
講
を
開
い
て
い
た
」
が
、
衆
徒
・
行
者
を

問
わ
ず
多
く
の
坊
が
、
経
営
難
渋
を
理
由
と
し
て
富
講
開
催
を
再
三
願
い
出
て
却
下
さ
れ
る
中
、「
文
化
元
年
（
一
八
〇
四
）
九
月

に
行
者
那
羅
延
坊
の
阿
蘇
山
上
打
越
宮
再
建
に
は
富
講
が
三
御
免
と
」
な
っ
た
（
佐
藤
征
子　

二
〇
〇
四
：
七
六
四
）。
打
越
神
社
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は
牛
馬
の
守
神
と
し
て
、
阿
蘇
谷
ば
か
り
か
、
遠
近
に
そ
の
名
が
高
く
聞
え
た
社
で
、
那
羅
延
坊
が
そ
の
社
僧
を
勤
め
て
い
た
。

「
行
者
方
那
羅
延
坊
の
境
内
に
は
打
越
社
が
祀
ら
れ
て
い
た
が
、
山
上
に
も
打
越
社
が
祀
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
修
復
は
那
羅
延
坊
が

受
け
持
っ
て
い
た
」（
佐
藤
征
子　

二
〇
〇
四
：
七
五
六
）
の
で
あ
る
。

　

こ
の
通
り
、
一
般
に
「
す
で
に
一
七
世
紀
末
以
降
、
坊
の
経
営
は
苦
し
く
、
坊
の
修
理
も
思
う
よ
う
に
で
き
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

入
門
す
る
者
も
次
第
に
減
少
し
、
後
住
者
が
い
な
い
空
坊
が
多
く
な
り
、
幕
末
頃
に
は
五
割
近
く
が
無
住
と
い
う
有
り
様
だ
っ
た
」

（
下
中　

一
九
八
五
：
三
一
九
）。
行
者
方
の
現
住
の
坊
は
、
文
政
一
三
年
（
一
八
三
〇
）
の
時
点
で
既
に
6
坊
に
ま
で
減
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
一
旦
7
坊
と
な
っ
た
も
の
の
、
明
治
四
年
に
は
再
び
6
坊
に
な
っ
た
。
那
羅
延
坊
は
そ
の
同

年
の
廃
藩
置
県
を
生
き
抜
い
た
6
坊
の
内
の
一
つ
で
あ
っ
た
（
熊
本
県
教
育
委
員
会
：
一
五
二-

一
五
三
）。「
慶
応
四
年
（
一
八
六

八
）
の
神
仏
分
離
令
で
一
山
は
動
揺
し
、
加
え
て
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
廃
藩
置
県
に
よ
り
、
寺
領
地
を
返
還
せ
ざ
る
を
え
な

く
な
り
、
三
七
坊
は
廃
寺
に
至
っ
た
」（
下
中　

一
九
八
五
：
三
一
九
）
の
で
あ
る
。

　

行
者
方
の
那
羅
延
坊
は
「
神
仏
分
離
令
が
で
る
と
復
飾
し
神
職
と
な
り
、
還
俗
名
を
那
羅
尾
行
繁
と
名
乗
」（
熊
本
県
教
育
委
員

会
：
一
五
二
）
っ
た
。「
寺
領
地
は
衆
徒
同
様
に
下
げ
置
か
れ
た
。
神
勤
す
る
四
坊
が
所
持
す
る
仏
体
・
仏
具
は
一
山
に
引
き
移
さ

れ
」、「
阿
蘇
大
宮
司
は
こ
の
四
人
を
山
上
宮
新
社
家
と
し
、
明
治
三
年
八
月
に
社
中
員
に
掲
げ
た
」
が
、「
社
家
制
度
は
翌
四
年
五

月
に
廃
止
と
な
っ
た
の
で
、
こ
の
新
社
家
は
短
期
間
に
終
わ
っ
て
い
る
」（
佐
藤
征
子　

二
〇
〇
四
：
七
八
二-

七
八
三
）。

　

た
だ
し
、
那
羅
尾
行
繁
氏
「
の
後
裔
は
代
々
、
打
越
神
社
の
神
職
を
勤
め
て
」（
熊
本
県
教
育
委
員
会
：
一
五
二
）
い
た
。
や
が

て
、
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
一
月
に
国
鉄
豊
肥
線
が
開
通
す
る
と
、
那
羅
延
坊
（
＝
打
越
神
社
）
は
坊
中
駅
（
現
Ｊ
Ｒ
阿
蘇
駅
）

前
と
い
う
、
願
っ
て
も
な
い
有
利
な
位
置
を
占
め
る
僥
倖
を
得
て
一
時
大
い
に
栄
え
た
。「
草
葺
屋
根
の
大
き
な
坊
舎
」
が
駅
前
に
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「
聳
え
立
っ
て
い
て
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
頃
ま
で
は
、
豊
肥
線
の
列
車
は
ど
れ
も
、
同
社
に
参
詣
す
る
大
分
方
面
か
ら
の

客
で
満
員
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
」（
小
馬　

二
〇
〇
九
：
vi-

vii
）。
だ
が
、
や
が
て
農
業
の
機
械
化
が
進
む
と
共
に
同
社
の
賑

わ
い
は
急
速
に
去
り
、
那
尾
氏
も
坊
舎
と
共
に
何
時
の
間
に
か
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。

　

以
上
に
そ
の
歴
史
を
概
観
し
た
通
り
、
那
羅
延
坊
は
、
阿
蘇
山
上
の
打
越
神
社
神
主
を
兼
任
す
る
、
確
か
に
実
在
す
る
僧
徒
で
あ

っ
た
。
そ
の
存
在
と
業
務
の
容
態
は
、
神
と
仏
に
同
時
に
使
え
、
社
僧
と
呼
ば
れ
る
仏
教
者
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
『
蓬
生
談
』
に

那
羅
延
坊
が
「
阿
蘇
の
社
僧
」
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
所
以
が
、
す
っ
か
り
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
日
田
が
生
ん
だ
唯
一
の
国

学
者
で
あ
り
、
家
業
を
ほ
と
ん
ど
顧
み
ず
、
終
生
学
問
に
没
頭
し
て
、『
日
田
郡
志
』、『
玖
珠
郡
志
』、『
亀
山
鈔
』、『
造
領
記
』
等
、

数
多
く
の
著
書
を
残
し
た
森
春
樹
は
、
自
ず
か
ら
ロ
ー
カ
ル
・
ノ
レ
ッ
ジ
に
忠
実
に
即
し
、
論
及
す
る
対
象
を
揺
る
ぎ
な
く
厳
正
に

切
り
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

八
、
渋
江
家
と
那
羅
延
坊
の
関
係

　

こ
こ
で
、
も
う
一
度
確
認
し
よ
う
。
最
後
に
残
っ
た
、
そ
し
て
本
稿
に
と
っ
て
最
も
核
心
的
な
検
討
課
題
は
、
渋
江
家
と
那
羅
延

坊
の
実
際
の
関
係
を
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
正
し
く
確
定
し
て
、「
河
童
駒
引
」（
と
『
蓬
生
談
』）
中
の
「
那
羅
延
坊
」
と
は
実
際

何
者
な
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

些
か
や
ぶ
か
ら
棒
に
思
え
よ
う
が
、
今
思
い
切
っ
た
仮
説
を
提
出
し
た
い
。『
蓬
生
談
』
と
「
河
童
駒
引
」
に
出
る
件
の
「
那
羅

延
坊
」
と
は
実
は
渋
江
氏
の
こ
と
だ
。
こ
れ
が
、
端
的
に
そ
の
仮
説
で
あ
る
。
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ま
ず
第
一
に
、
次
の
理
由
が
あ
る
。
筆
者
が
前
任
校
大
分
大
学
に
赴
任
し
た
40
年
余
り
以
前
か
ら
、
度
々
日
田
を
訪
問
し
調
査
を

実
施
し
た
機
会
に
、
折
に
触
れ
て
聞
い
た
り
読
ん
だ
り
し
た
こ
の
話
に
は
尼
御
前
が
一
度
も
登
場
せ
ず
、
代
わ
っ
て
そ
の
役
割
を
し

ば
し
ば
渋
江
氏
が
務
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
典
型
的
な
例
（
宿
利　

一
九
八
六
）
を
紹
介
す
る
。
文
字
化
さ
れ
て
い

る
と
は
言
え
、
そ
の
質
に
於
い
て
庶
民
の
間
で
の
口
頭
伝
承
と
い
う
べ
き
話
型
で
あ
る
―
も
っ
と
も
、
文
字
記
録
化
さ
れ
た
口
碑

と
は
、
結
局
、
永
遠
の
自
家
撞
着
で
し
か
な
い
の
だ
が
。

　

そ
れ
は
、「
河
童
の
祟
り
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
筋
立
て
も
、
ま
た
構
成
要
素
も
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
大
筋
で
は
『
蓬
生
談
』

中
の
話
に
十
分
に
よ
く
重
な
り
合
い
、
同
工
異
曲
の
感
が
極
め
て
強
い
。
事
件
が
発
生
し
た
の
が
「
安
永
の
中
頃
（
一
七
七
六
）」

で
ほ
ぼ
符
合
す
る
。
河
童
に
憑
か
れ
た
の
は
、
田
舎
相
撲
の
大
関
白
糸
嘉
右
エ
門
の
息
子
、
正
吉
―
た
だ
し
、
住
所
が
日
田
竹
田

村
、
正
吉
の
年
齢
が
1（
歳
と
あ
っ
て
、
や
や
ず
れ
る
。
嘉
右
エ
門
の
親
方
に
も
、
日
田
祇
園
会
に
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
正
吉

が
三
隈
川
（
旧
称
は
日
田
川
）
の
川
岸
で
河
童
の
群
に
出
会
っ
て
相
撲
を
取
っ
て
か
ら
、
見
え
な
い
河
童
と
盛
ん
に
争
う
ま
で
の
一

連
の
筋
書
き
も
と
て
も
よ
く
似
る
。「
郷
の
義
弘
の
銘
入
の
入
っ
た
脇
差
」
を
借
り
て
き
て
正
吉
の
枕
元
に
置
く
と
、
正
吉
が
頭
か

ら
布
団
を
被
っ
て
大
人
し
く
な
る
の
も
や
は
り
同
じ
だ
。
た
だ
し
、
脇
差
は
幾
度
も
借
り
出
し
て
い
る
。

　

こ
れ
以
降
が
、
こ
の
版
の
参
照
す
る
べ
き
勘
ど
こ
ろ
な
の
で
、
少
し
長
く
な
る
が
以
下
に
引
用
し
た
い
。

　

そ
の
頃
、
阿
蘇
山
の
僧
、
那
羅
焰
坊
（
傍
線
は
小
馬
、
以
下
同
じ
）
と
い
う
修
験
者
の
門
人
に
渋
江
貞
之
丞
と
い
う
者
が
い

て
、
河
童
を
鎮
め
る
こ
と
に
か
け
て
は
当
代
随
一
と
い
う
評
判
が
あ
っ
た
。

　

嘉
右
エ
門
は
こ
の
話
を
聞
き
、
渋
江
貞
之
丞
を
（
肥
後
国
菊
池
に
、
小
馬
注
）
訪
れ
、
正
吉
に
つ
い
た
河
童
を
お
と
し
て
く
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れ
る
よ
う
頼
ん
だ
。
渋
江
貞
之
丞
は
早
速
竹
田
村
に

や
っ
て
来
た
。
そ
し
て
正
吉
と
差
し
向
い
、
呪
文
を

唱
え
て
祈
禱
し
て
、
正
吉
に
つ
い
て
い
る
河
童
を
呼

び
出
し
て
聞
い
て
み
る
と
、

　
「
正
吉
の
た
め
に
わ
し
ら
河
童
の
仲
間
が
二
匹
も

う
ち
殺
さ
れ
た
。
そ
の
か
た
き
を
取
る
た
め
に
正
吉

に
つ
い
た
の
だ
。」

　

と
言
う
。
嘉
右
エ
門
は
、
渋
江
貞
之
丞
を
通
じ
て
、

今
度
は
死
ん
だ
河
童
の
霊
を
弔
う
お
祭
り
を
必
ず
行

う
の
で
、
今
回
だ
け
は
ど
う
か
許
し
て
く
れ
と
哀
願

し
た
。
こ
う
し
て
よ
う
や
く
河
童
の
祟
り
を
許
し
て

も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
呼
び
出
し
た
河
童
の
話
で
正
吉
に
か
か
わ

っ
た
河
童
ど
も
は
日
田
に
住
む
河
童
で
な
く
、
筑
後

の
国
の
河
童
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
っ
た
。
そ
し

て
日
田
の
河
童
は
（
日
田
郡
石
井
郷
に
鎮
座
し
て
い

る
、
小
馬
注
）
石
井
大
明
神
の
法
力
で
み
な
封
じ
こ
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め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
土
地
の
人
間
に
害
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

で
は
ど
う
し
て
筑
後
の
河
童
が
何
の
た
め
に
日
田
ま
で
来
た
の
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
判
明
し
た
。

　

年
に
一
度
、
阿
蘇
の
那
羅
焰
坊
の
も
と
へ
、
九
州
全
体
の
河
童
が
集
ま
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
同
揃
っ
て
水
神
さ

ま
に
ご
機
嫌
伺
い
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

　

そ
の
時
、
筑
後
川
の
河
童
ど
も
は
、
大
頭
目
千
一
坊
に
従
い
、
五
月
初
め
に
筑
後
川
か
ら
三
隈
川
に
下
っ
て
（
正
し
く
は

「
上
っ
て
」、
小
馬
注
）
阿
蘇
に
行
き
、
六
月
上
旬
に
は
再
び
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
（
正
し
く
は
「
下
っ
て
」、
小
馬
注
）
来
る

の
だ
と
い

（
（1
（

う
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
途
中
で
正
吉
と
河
童
た
ち
が
出
会
っ
て
相
撲
を
取
り
、
こ
の
よ
う
な
不
幸
な
事
件
を
ひ
き
お
こ

し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
そ
の
昔
、
平
安
の
頃
、
菅
原
道
真
公
が
、
都
を
追
わ
れ
筑
紫
に
流
さ
れ
た
時
、
公
は
、
河
童
ど
も
に
も
和
歌
を
教
え
ら

れ
た
と
い
う
。
そ
の
お
礼
に
人
間
に
は
危
害
を
加
え
ぬ
こ
と
を
約
束
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
菅
原
道
真
公
と
の
約
束
を
忘
れ
て
い
る
河
童
ど
も
が
多
い
の
で
、
川
を
渡
る
時
、
河
童
に
つ
か
れ
ぬ
た
め
に
、「
い
に

し
え
の
約
束
せ
し
こ
と
を
忘
れ
る
な
よ
、
川
た
ち
男
、
氏
は
菅
原
」

（
（1
（

と
の
和
歌
を
口
ず
さ
む
と
、
河
童
の
祟
り
を
免
れ
る
と
い

う
。

　
『
蓬
生
談
』
中
の
話
と
の
間
に
は
、
次
の
通
り
決
定
的
な
相
違
点
が
、
幾
つ
か
あ
る
。
①
嘉
右
エ
門
は
、
筑
後
国
の
尼
御
前
で
は

な
く
、
当
代
随
一
の
河
童
鎮
め
の
術
を
も
つ
こ
と
で
広
く
世
に
知
ら
れ
て
い
る
（
肥
後
国
菊
池
の
）
渋
江
貞
之
丞
（
貞
之
允
）
を
訪

ね
る
。
②
河
童
は
正
吉
を
許
す
―
正
吉
は
死
な
な
い
。
③
那
羅
延
坊
に
伺
候
す
る
の
は
、
九
州
一
円
の
河
童
で
あ
る
。
な
お
、
正
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吉
が
殺
し
た
河
童
は
一
匹
で
は
な
く
二
匹
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、『
蓬
生
談
』
に
は
な
い
要
素
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
（
点
で
あ
る
。
⑴
日
田
の
河
童
は
石
井
大
明
神

の
法
力
で
封
じ
込
め
ら
れ
、
地
元
民
を
害
さ
な
い
。
⑵
渋
江
貞
之
丞
は
、「
氏
は
菅
原
」
の
呪
歌
と
そ
の
由
来
を
教
え
る
。

　

両
話
を
比
較
す
る
と
、
i）
宿
利
版
で
は
、
河
童
落
と
し
を
す
る
の
が
肥
後
渋
江
家
の
当
時
の
実
在
す
る
当
主
で
あ
り
、
森
版
で
は

個
人
名
の
無
い
抽
象
的
な
筑
後
国
の
「
尼
御
前
神
主
」
で
あ
る
。
ii）
前
者
の
術
は
完
璧
だ
が
、
後
者
は
未
熟
だ
―
た
だ
し
こ
れ
は
、

最
初
の
事
件
と
そ
の
九
年
後
の
正
吉
の
死
を
関
連
付
け
て
解
釈
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
当
否
は
主
観

的
、
且
つ
相
対
的
で
あ
る
。
iii）
那
羅
延
坊
に
伺
候
す
る
の
は
、
宿
利
版
で
は
九
州
全
域
の
河
童
だ
が
、
森
版
で
は
筑
後
川
の
河
童
に

限
ら
れ
る
。

　

特
に
興
味
深
い
の
は
、
⑴
で
あ
る
。
日
田
に
は
、
人
々
が
長
く
書
き
継
い
で
き
た
（
そ
し
て
今
も
直
接
的
・
間
接
的
な
仕
方
で
誰

か
が
書
き
継
い
で
い
る
）、
こ
の
地
方
の
「
通
史
」
と
も
言
え
る
書
物
、『
豊
西
記
』
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移

行
期
に
当
た
る
評

こ
お
り

制
期
以
来
、（
擬
）
大
領
と
し
て
日
田
を
治
め
て
き
た
大
蔵
氏
の
末
裔
で
あ
る
鶴
熊
丸
が
乗
っ
て
い
た
舟
が
、
筑

後
国
馬
渡
で
転
覆
し
て
鶴
熊
丸
が
溺
死
し
、
そ
の
荒
魂
が
河
童
（
河
伯
）
と
な
っ
て
筑
後
国
の
み
な
ら
ず
隣
接
す
る
豊
後
国
日
田
郡

の
「
万
民
六
畜
を
悩
乱
」
せ
し
め
た
逸
話
が
載
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、「
日
田
郡
の
内
、
石
井
の
郷
内
の
者
は
、
之
を
祭
ら
ず
、

然
り
と
い
へ
ど
も
、
往
古
よ
り
今
に
至
る
も
河
伯
の
障
害
な
し
」
と
い
う
（
小
馬　

一
九
九
六
：
五
八
六
）。
石
井
大
明
神
の
威
徳

は
、
少
な
く
と
も
当
時
は
、
日
田
の
人
な
ら
ば
誰
も
が
深
く
信
じ
て
当
然
頼
る
べ
き
絶
大
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
正
吉
の
父
親
嘉
衛

門
が
他
国
の
河
童
に
よ
る
加
害
に
不
審
を
鳴
ら
し
た
背
景
も
こ
れ
で
明
ら
か
に
な
る
。

　

こ
こ
ま
で
概
観
し
て
き
た
両
版
の
間
の
差
異
に
つ
い
て
言
え
ば
、
識
字
文
化
に
骨
の
髄
ま
で
染
ま
っ
た
学
者
に
よ
る
筆
記
（
森
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版
）
よ
り
も
、
口
語
性
が
濃
厚
で
闊
達
な
庶
民
の
語
り
（
宿
利
版
）
の
方
が
、
祈
禱
や
守
札
等
、
呪
術
的
な
も
の
に
ず
っ
と
強
く
親

和
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
う
気
付
け
ば
、
宿
利
版
で
は
、
渋
江
貞
之
丞
が
自
家
に
伝
わ
る
「
氏
は
菅

原
」
呪
歌
を
人
々
に
教
え
て
広
め
、
庶
民
の
河
童
避
け
に
具
体
的
に
役
立
と
う
と
す
る
姿
勢
を
示
す
実
際
的
な
側
面
に
言
及
し
て
い

る
事
実
も
、
実
に
よ
く
腑
に
落
ち
る
。

　

で
は
、
森
春
樹
が
末
尾
に
付
し
た
「
又
那
圓
延
坊
と
云
は
、
昔
よ
り
俗
に
河
伯
の
司
と
云
て
、
今
猶
代
々
河
伯
を
し
づ
む
る
祈
禱

は
諸
人
た
の
む
こ
と
に
て
、
我
郷
に
も
来
れ
る
事
折
々
な
り
」（
傍
線
は
小
馬
）
と
い
う
言
明
を
、
一
体
ど
う
理
解
す
る
べ
き
だ
ろ

う
か
。
長
く
日
田
地
方
を
訪
れ
た
件
の
宗
教
的
職
能
者
は
、
渋
江
氏
な
の
か
、
そ
れ
と
も
那
羅
延
坊
な
の
だ
ろ
う
か
。
今
の
場
合
、

こ
の
絶
対
的
な
矛
盾
を
解
決
す
る
唯
一
の
手
だ
て
は
、「
那
羅
延
坊
」
と
渋
江
氏
が
ぴ
っ
た
り
合
一
す
る
と
大
胆
に
考
え
て
み
る
こ

と
だ
。
そ
う
し
て
み
て
、
思
い
当
た
る
の
が
、
渋
江
家
が
、
訳
あ
っ
て
こ
の
時
期
に
那
羅
延
坊
の
「
門
人
」
に
な
っ
た
と
い
う
重
大

な
歴
史
上
の
事
実
な
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
筋
立
て
も
か
な
り
変
形
し
た
こ
の
物
語
り
の
異
版
（
池
田　

一
九
六
八
：
一
〇
二-

一
〇
四
）
で
は
、
招
か
れ
て
河
童
の
祟
り
落
と
し
の
祈
禱
を
行
う
の
は
、「
阿
蘇
の
山
伏
」
と
中
立
的
な
言
い
回
し
に
な
っ
て
い
る
。

　

肥
前
渋
江
家
の
内
、
例
え
ば
稗
方
の
分
家
第
二
代
目
当
主
で
あ
る
時
之
充
に
徴
す
れ
ば
、
彼
の
行
動
圈
は
、
実
に
筑
後
「
久
留
米

御
領
、
柳
川
領
」、
豊
後
「
日
田
、
下
竹
田
、
玖
珠
、
竹
田
御
領
」、
日
向
「
御
領
、
富
高
、
延
岡
御
領
、
高
鍋
御
領
、
佐
土
原
御
領
、

飫
肥
御
領
」、「
大
隅
、
薩
摩
の
内
所
々
」
の
広
き
に
及
ん
で
い
る
（
蓑
田　

二
〇
一
四
：
四
）。
そ
し
て
、
渋
江
家
に
は
、
そ
の
配

札
の
日
程
と
道
中
の
周
到
な
計
画
案
等
を
仔
細
に
記
し
た
、
数
多
く
の
実
務
的
な
帳
面
類
が
残
さ
れ
て
い
る
（
田
上　

二
〇
〇
五
、

二
〇
〇
七
、
二
〇
〇
九
、
佐
藤
千
夏　

二
〇
一
四
）。
一
方
、
打
越
社
が
牛
馬
の
安
全
祈
念
の
札
を
数
多
く
出
し
て
は
い
た
も
の
の
、

那
羅
延
坊
に
関
し
て
は
そ
う
し
た
活
動
の
痕
跡
は
確
認
で
き
な
い
。
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那
羅
延
坊
は
、
元
来
、
阿
蘇
山
上
に
定
住
す
る
僧
徒
を
意
味
す
る
「
衆
徒
」
方
で
あ
っ
た
。「
衆
徒
」
方
か
ら
、
遠
近
各
地
の

村
々
を
動
き
回
る
こ
と
を
旨
と
す
る
「
行
者
」
方
に
阿
蘇
大
宮
司
に
よ
っ
て
一
方
的
に
所
属
範
疇
を
変
え
ら
れ
て
か
ら
も
、
阿
蘇
山

上
の
打
越
神
社
の
管
理
を
依
然
と
し
て
任
さ
れ
て
い
た
那
羅
延
坊
に
は
、
行
者
・
山
伏
の
よ
う
な
巡
回
・
移
動
的
な
広
域
的
な
活
動

は
本
来
不
適
切
な
の
で
あ
る
。

　

問
題
は
、
肥
前
長
島
荘
地
頭
に
遡
る
出
自
も
明
ら
か
で
、
既
に
呪
術
的
職
能
者
と
し
て
幾
多
の
実
績
が
あ
り
、
人
々
の
信
頼
も
篤

か
っ
た
渋
江
家
（
小
馬　

二
〇
二
一
）
が
、
何
故
那
羅
延
坊
の
「
家
来
」
に
な
る
選
択
を
敢
え
て
し
た
か
に
あ
る
。
渋
江
家
家
塾
の

教
育
に
親
し
く
接
し
て
深
く
心
酔
し
、
大
著
『
肥
後
渋
江
氏
傳
家
の
文
教
』（
山
口　

二
〇
〇
八
）
を
残
し
た
山
口
泰
平
は
、
渋
江

公
昭
家
文
書
に
基
い
て
、
渋
江
貞
之
丞
の
養
子
と
し
て
家
督
を
継
い
だ
渋
江
宇
内
が
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
八
月
に
「
阿
蘇
大

宮
司
神
道
門
葉
た
る
べ
く
願
ひ
出
て
、『
右
之
趣
令
許
容
畢　

大
宮
司
朱
印
』
の
允
可
状
を
受
領
し
た
」
と
書
く
（
山
口　

二
〇
〇

八
：
三
四
）。
そ
れ
は
、
山
口
が
「
偽
渋
江
」
と
一
括
す
る
、
胡
乱
な
各
種
の
「
宗
教
者
」
た
ち
が
享
保
初
年
以
来
引
き
起
こ
し
て

き
た
、
渋
江
家
の
安
泰
を
脅
か
す
幾
つ
か
の
悶
着
に
長
く
苦
し
み
抜
い
た
後
の
決
断
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
山
口
は
、「
渋
江
神
事
が

屢
屢
他
の
神
道
者
に
侵
さ
れ
る
の
で
、
之
を
避
け
ん
が
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
」（
山
口　

二
〇
〇
八
：
三
四
）
と
見
て
い

（
（1
（

る
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
阿
蘇
の
坊
中
に
は
、「
大
宮
司
・
仏
徒
」、「
衆
徒
・
行
者
」、「
統
領
・
門
葉
」、「
臈
次
」
な
ど
、
相
互
に
絡

み
合
っ
た
幾
つ
も
の
複
雑
な
制
度
の
網
目
が
、
阿
蘇
大
宮
司
の
領
主
的
権
力
に
深
く
繰
り
込
ま
れ
た
形
で
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
錯

綜
す
る
網
目
に
飛
び
込
ん
で
行
く
こ
と
は
、
一
面
で
は
間
違
い
な
く
不
自
由
に
な
る
覚
悟
の
要
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
他
方
、
阿
蘇

大
宮
司
の
権
威
に
よ
っ
て
安
定
的
な
保
護
を
得
る
こ
と
に
直
に
繫
が
っ
て
も
い
る
。

　

さ
て
、「
山
上
で
は
衆
徒
と
行
者
に
属
す
る
配
下
の
山
伏
が
い
た
が
、
麓
に
お
い
て
も
そ
の
関
係
が
続
い
た
」。
そ
の
「
山
伏
は
衆
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徒
・
行
者
の
配
下
の
山
伏
と
い
う
意
味
か
ら
『
下
山
伏
何
々
坊
』
と
よ
ば
れ
」、「
行
者
方
の
下
山
伏
は
す
べ
て
寺
内
に
居
住
し
」、

「
坊
に
は
支
配
及
び
家
来
が
い
た
。
支
配
は
譜
代
の
家
来
で
、
一
代
限
り
の
家
来
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
」（
佐
藤
征
子　

二
〇
〇

五
：
七
五
一
）。
渋
江
氏
は
、
飽
く
ま
で
も
政
治
的
・
便
宜
的
に
、
い
わ
ば
「
家
来
」
に
も
通
じ
る
立
場
を
敢
え
て
暫
時
選
び
取
る

決
断
を
し
た
の
で
あ
る
。

　

山
口
は
、「
阿
蘇
大
宮
司
神
道
門
葉
た
る
べ
く
願
ひ
出
て
」
と
の
み
書
く
が
、
厳
密
に
は
、
渋
江
家
は
那
羅
延
坊
門
葉
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
な
お
、
渋
江
家
が
阿
蘇
山
に
頼
っ
た
の
は
、
こ
の
山
一
山
の
信
仰
が
（
他
の
山
岳
信
仰
の
場
合
と
同
じ
く
）
本
来
民
衆

的
な
水
神
信
仰
に
源
を
発
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
た
、
数
あ
る
坊
（
房
）
の
内
か
ら
渋
江
家
が
那
羅
延
坊
を
統
領
と
し

て
選
び
取
っ
た
理
由
は
、
両
者
の
祭
神
（
元
水
神
と
打
越
神
）
が
共
に
罔
象
女
命
で
あ
っ
て
、
水
を
司
り
、
し
か
も
ど
ち
ら
も
牛
馬

の
神
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
人
々
の
信
頼
が
篤
か
っ
た
ゆ
え
だ
と
思
わ
れ
る
。
渋
江
家
が
保
管
す
る
膨
大
な
書
類
中
に
は
、
か

な
り
纏
ま
っ
た
数
の
打
越
神
社
の
守
札
が
見
ら
れ
た
。
恐
ら
く
渋
江
家
は
、
同
家
独
特
の
も
の
と
し
て
有
名
な
「
黒
札
」
を
初
め
と

す
る
自
家
の
札
と
共
に
、
那
羅
延
坊
の
守
札
の
配
付
を
請
け
負
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
架
空
の
壮
大
な
河
童
巡
礼
伝
承

を
（
正
市
話
で
は
咄
嗟
に
）
語
っ
て
統
領
の
名
を
高
か
ら
し
め
る
挙
に
出
た
の
は
、
恐
ら
く
那
羅
延
坊
と
の
統
領
・
門
葉
関
係
を
良

好
な
も
の
に
保
っ
て
、
阿
蘇
山
か
ら
得
ら
れ
る
保
護
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
森
春
樹
が
「
昔
よ
り
俗
に
河
伯
の
司
と
云
て
、
今
猶
代
々
河
伯
を
し
づ
む
る
祈
禱
は
諸
人
た
の
む
こ
と
に
て
、
我
郷

に
も
来
れ
る
事
折
々
」
と
い
う
存
在
を
、
渋
江
で
は
な
く
、
那
羅
延
坊
に
比
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
に
は
、
も
う
一
つ
別
の
要
因

が
絡
ん
で
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
恐
ら
く
春
樹
が
『
蓬
生
談
』
を
著
し
た
時
期
の
時
代
的
様
相
に
関
係
す
る
。

　

春
樹
は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
に
生
ま
れ
、
数
え
年
の
6
歳
頃
で
あ
る
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
に
正
市
（
当
時
19
歳
）
の
河
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童
憑
依
事
件
に
遭
遇
し
た
。
正
市
は
そ
の
9
年
後
、
天
明
五
（
一
七
八
五
）
に
（8
歳
で
死
ぬ
。
一
方
、
阿
蘇
大
宮
司
神
道
門
葉
に
な

り
た
い
と
渋
江
宇
内
が
願
い
出
て
許
さ
れ
た
の
が
、
寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
春
樹
が
『
蓬
生
談
』
の
最
初

の
版
を
完
成
さ
せ
た
の
が
文
化
八
年
（
一
八
一
一
）
前
後
と
推
定
さ
れ
、
再
度
一
か
ら
書
き
直
し
て
脱
稿
し
た
の
が
天
保
三
年
（
一

八
三
一
）
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
3
年
後
の
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
春
樹
は
日
田
で
没
し
た
。

　

す
る
と
、『
蓬
生
談
』
が
（
度
日
の
目
を
見
た
の
は
、
い
ず
れ
も
渋
江
家
が
那
羅
延
坊
の
門
葉
と
な
っ
た
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ

る
。
大
切
な
の
は
、
正
市
の
事
件
が
起
き
た
頃
、
渋
江
家
は
他
で
も
な
い
渋
江
家
で
あ
っ
て
、
那
羅
延
坊
を
名
乗
ろ
う
は
ず
が
な
か

っ
た
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
門
葉
と
な
っ
て
か
ら
は
、
家
来
と
し
て
（
保
護
が
必
要
な
場
合
等
）
那
羅
延
坊
を
名
乗
る
こ
と
も
、
当

然
な
が
ら
ま
ま
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
何
時
で
も
そ
う
で
き
る
心
構
え
で
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
結
果

と
し
て
、
実
際
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
、
那
羅
延
坊
（
原
文
で
は
那
羅
圓
坊
）
が
「
我
郷
に
も
来
れ
る
事
折
々
」
と
い
う
『
蓬
生

談
』
の
件
の
表
現
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
恐
ら
く
そ
こ
に
は
、
春
樹
個
人
の
時
間
の
前
後
感
覚
の
混
乱
が
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。

九
、
森
春
樹
と
渋
江
貞
之
充

　

最
後
に
、
筑
後
の
河
童
た
ち
が
毎
年
大
挙
し
て
伺
候
す
る
彼
ら
の
司
宰
を
―
渋
江
（
貞
之
充
）
で
は
な
く
―
那
羅
延
坊
だ
と

『
蓬
生
談
』
に
春
樹
が
記
し
た
、
も
う
一
つ
の
、
そ
し
て
恐
ら
く
決
定
的
な
要
因
に
、
簡
単
に
で
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
端
的
に
言
え
ば
、
そ
の
要
因
と
は
、
河
童
信
仰
を
巡
る
春
樹
（
国
学
者
）
と
渋
江
貞
之
充
（
儒
学
者
）
と
の
間
に
深
く
横
た
わ
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る
心
情
的
な
亀
裂
、
或
い
は
容
易
に
妥
協
を
許
さ
な
い
先
鋭
な
思
想
的
対
抗
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

江
戸
時
代
後
期
、「
日
田
金
」（
幕
府
の
権
威
を
後
楯
と
し
た
日
田
の
豪
商
の
大
名
貸
し
に
よ
る
巨
大
な
蓄
積
資
本
）
で
知
ら
れ
た

日
田
は
ま
た
、「
寛
永
年
中
豊
後
肥
田
ニ
テ
捕
候
水
虎
図
」
に
よ
っ
て
全
国
の
知
識
階
層
を
た
ち
ま
ち
刮
目
さ
せ
た
地
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
名
高
い
水
虎
図
を
描
い
た
の
が
、
森
春
樹
の
父
親
、
五
石
（
伊
左
衛
門
、
一
七
四
七-

一
八
二
二
）
で
あ
る
。

　

宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
以
来
、
日
田
に
は
（
長
崎
を
除
く
）
九
州
一
円
の
天
領
を
統
括
す
る
西
国
郡
代
役
所
（
永
山
布
政
所
、

す
な
わ
ち
全
国
四
ヶ
所
に
配
置
さ
れ
た
幕
府
の
郡
代
役
所
の
一
つ
）
が
置
か
れ
て
い
た
。
江
戸
後
期
の
郡
代
の
一
人
で
あ
る
旗
本
羽

倉
権
九
郎
（
一
七
四
八-
一
八
〇
八
）
は
、
広
瀬
桃
秋
（
全
国
か
ら
集
っ
て
来
た
四
千
人
の
塾
生
を
育
て
た
と
さ
れ
る
高
名
な
教
育

者
、
広
瀬
淡
窓
の
父
親
）
と
森
春
樹
の
二
人
（
い
ず
れ
も
豪
商
で
文
人
）
に
命
じ
、
河
童
と
遭
遇
し
た
幾
人
か
に
対
す
る
厳
密
な
聴

き
取
り
調
査
を
行
わ
せ
、
詳
細
な
報
告
書
を
提
出
さ
せ
た
（
小
馬　

一
九
九
六
ａ
：
七
七
四
－
七
九
五
）。
こ
う
し
て
、
臨
場
感
溢

れ
る
類
稀
な
実
証
的
な
資
料
、「
河
童
聞
合
」
が
成
る
（
小
馬　

二
〇
一
二
ａ
：
一
九
九
－
二
〇
〇
、
二
〇
一
二
ｃ
：
一
三
）。
こ
の

「
河
童
聞
合
」
の
入
手
こ
そ
が
、
河
童
関
連
文
書
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
、（「
蓬
生
談
」
も
収
め
た
）『
水
虎
考
略
』
を
編
む
動
機
を
古
賀

侗
庵
（
古
賀
精
里
の
三
男
、
一
七
八
八-

一
八
四
七
）
に
与
え
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
（
中
村　

一
九
九
六
：
一
九
四
）。
ち
な
み
に
、

侗
庵
も
、
そ
の
父
親
精
里
も
佐
賀
の
人
で
、
共
に
昌
平
坂
学
問
所
で
教
授
を
務
め
た
大
儒
で
あ
っ
た
。

　

日
田
の
こ
の
「
河
童
人
脈
」
は
、
そ
の
ま
ま
「
通
船
・
海
防
人
脈
」
で
も
あ
っ
た
（
小
馬　

二
〇
一
二
ａ
：
二
〇
〇-

二
〇
二
）。

森
春
樹
も
、
広
瀬
淡
窓
の
実
弟
で
実
務
上
極
め
て
有
能
な
経
世
家
と
し
て
名
高
か
か
っ
た
九
兵
衛
（
一
七
九
〇-

一
八
七
一
）
も
共

に
、
三
隈
川
（
筑
後
川
上
流
部
）
の
通
船
に
努
力
を
傾
注
し
た
。
ま
た
父
親
権
九
郎
を
継
い
で
暫
く
郡
代
を
務
め
た
羽
倉
簡
堂
は
、

『
海
防
私
策
』
を
著
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
。
権
九
郎
の
下
僕
、
内
藤
藤
吉
兵
衛
は
、
後
に
日
露
和
親
条
約
締
結
を
実
現
し
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た
川
路
聖
謨
、
な
ら
び
に
安
政
年
間
（
一
八
五
四-

一
八
六
〇
）
以
降
、
内
政
の
み
な
ら
ず
外
交
で
も
第
一
線
に
立
っ
た
井
上
清
直

（
一
八
〇
九-

六
七
）、
両
名
の
実
父
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、
河
童
へ
の
強
烈
な
博
物
学
的
な
関
心
と
、
列
強
の
開
国
へ
の
圧
力
下
で

の
海
防
意
識
の
高
揚
と
が
、
違
和
感
無
く
通
底
し
、
融
合
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
見
不
可
解
な
組
み
合
わ
せ
は
、
識
字
的
な

知
に
基
づ
く
諸
制
度
へ
の
強
い
親
和
と
飽
く
な
き
傾
倒
が
導
い
た
知
の
構
造
的
な
特
質
に
負
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
だ
。

　

他
方
、
渋
江
貞
之
充
は
、
菊
池
の
家
塾
で
儒
家
と
し
て
門
弟
の
教
育
に
当
た
り
な
が
ら
も
、
恐
ろ
し
い
妖
怪
で
あ
る
河
童
を
統
御

す
る
専
門
的
な
司
宰
、
憑
き
物
落
と
し
の
世
に
名
高
い
権
威
と
し
て
、
非
識
字
性
の
色
濃
い
、
呪
術
的
世
界
観
を
唱
導
す
る
地
方
的

な
中
心
人
物
で
も
同
時
に
あ
り
続
け
て
い
た
。

　

当
時
の
や
り
方
で
河
童
を
「
科
学
」
し
よ
う
と
す
る
日
田
（
と
江
戸
）
の
一
群
の
知
識
人
の
活
動
の
最
前
線
に
図
ら
ず
も
自
ら
立

つ
こ
と
に
な
っ
た
春
樹
は
、
渋
江
貞
之
充
と
い
う
、
儒
者
に
し
て
且
つ
呪
者
で
も
あ
る
二
律
背
反
を
身
を
も
っ
て
生
き
得
る
対
極
的

な
存
在
が
、
ど
う
し
て
も
う
ま
く
腑
に
落
ち
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
は
、
い
わ
ば
那
羅
延
坊
と
い
う
「
括
弧
」
で
包
み
込
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
辛
う
じ
て
渋
江
貞
之
充
を
『
蓬
生
談
』
の
件
の
逸
話
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
し
て
描
き
留
め
得
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
我
々
は
実
に
不
可
解
な
捩
じ
れ
を
両
者
の
間
に
見
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。
諸
学
派
に
分
か
れ
て
は
い
て
も
、「
怪か

い

力り
ょ
く

乱ら
ん

神し
ん

を
語
ら
ず
」、
つ
ま
り
超
自
然
的
な
力
に
毫
も
論
及
し
な
い
の
が
、
経
世
の
学
で
あ
る
儒
学
の
根
本
を
な
す
鉄
則
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
渋
江
貞
之
充
は
西
日
本
、
少
な
く
と
も
九
州
の
河
童
信
仰
の
ま
さ
し
く
中
心
に
い
て
、
盛
ん
に
河
童
信
仰
を
日
々
唱
導
し
て

い
た
。
他
方
、
平
田
篤
胤
に
特
に
顕
著
な
よ
う
に
、
情
緒
的
な
傾
き
が
強
く
、
神
秘
主
義
に
も
親
和
的
な
傾
き
が
往
々
見
え
る
国
学

者
た
ち
の
中
に
あ
っ
て
、
日
田
唯
一
の
国
学
者
で
、
家
業
を
捨
て
て
も
敢
え
て
学
問
を
選
ん
で
省
み
な
か
っ
た
森
春
樹
は
、
い
わ
ば

社
会
科
学
の
先
駆
者
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
冷
静
で
客
観
的
な
態
度
で
対
面
調
査
を
行
う
手
法
を
以
っ
て
河
童
憑
き
の
諸
事
例
に
ア
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プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
、
九
州
の
天
領
を
統
括
す
る
郡
代
が
常
駐
す
る
日
田
と
い
う
地
が
、
大
坂
文
化
を
盛
ん
に
取
り
入
れ
る
と
共
に
、
当
時
の

識
字
文
化
の
中
心
で
あ
っ
た
江
戸
の
人
脈
に
も
直
結
し
て
お
り
、
そ
れ
に
連
な
る
春
樹
も
江
戸
か
ら
の
強
い
影
響
を
直
に
受
け
て
い

た
か
ら
に
他
な
る
ま
い
。

　

他
方
、
戦
国
時
代
末
以
来
肥
後
の
山
深
い
一
地
域
で
、
阿
蘇
氏
と
並
ん
で
九
州
南
朝
方
の
中
心
勢
力
と
な
っ
た
菊
池
氏
の
根
城
で

あ
っ
た
菊
池
に
腰
を
据
え
て
き
た
渋
江
家
の
当
主
貞
之
充
は
、
儒
教
道
徳
の
核
心
を
な
す
「
孝
」、
つ
ま
り
キ
ン
シ
ッ
プ
の
道
徳
規

範
に
強
く
搦
め
取
ら
れ
た
そ
の
古
風
な
風
土
に
深
く
根
ざ
し
、
呪
術
性
の
著
し
い
半
識
字
的
な
社
会
・
文
化
の
直
中
で
活
動
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
彼
が
阿
蘇
大
宮
司
の
権
威
に
、
戦
略
的
に
で
は
あ
れ
政
治
的
な
救
済
を
求
め
た
の
は
、
必
ず
し
も
偶
然
だ
っ
た
と
は

言
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
決
定
的
な
対
照
性
こ
そ
が
、
上
記
の
不
可
思
議
な
「
捩
じ
れ
」
を
生
ん
だ
決
定
的
な
要
因
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
を
、
し
っ

か
り
と
見
定
め
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

　

以
上
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
が
、
柳
田
国
男
の
「
河
童
駒
引
」
に
出
る
那
羅
延
坊
と
は
、
柳
田
国
男
が
「
河
童
駒
引
」
に
寄
せ
て

描
い
た
よ
う
な
那
羅
延
坊
で
は
な
く
、
実
際
に
は
肥
後
渋
江
家
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
な
事
実
で
あ
る
。
渋
江
家
は
、
そ
の

物
語
で
尼
御
前
の
神
主
が
怖
じ
た
態
度
を
見
せ
て
い
た
と
お
り
、
尼
御
前
を
凌
ぐ
存
在
だ
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
柳
田
の
ロ
マ
ン
テ



10（

ィ
ク
と
も
言
え
る
民
俗
学
的
な
想
像
力
を
遥
か
に
超
え
て
、
実
は
那
羅
延
坊
を
意
図
的
に
演
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

奈
良
時
代
以
来
、
長
い
「
中
識
字
時
代
」

（
（1
（

を
辿
っ
て
き
た
日
本
が
、
刻
々
募
り
来
る
巨
大
な
外
圧
の
下
で
い
よ
い
よ
「
総
識
字
時

代
」
ヘ
と
確
実
に
移
行
し
て
行
く
歴
史
上
の
一
大
画
期
（
明
治
維
新
）
の
到
来
の
一
つ
の
前
触
れ
を
成
す
興
味
深
い
ド
ラ
マ
の
諸
相

を
、「
河
童
駒
引
」
中
の
那
羅
延
坊
と
い
う
一
語
を
丹
念
に
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
は
そ
れ
な
り
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　

実
は
、
儒
家
と
し
て
家
塾
を
経
営
す
る
と
共
に
河
童
信
仰
の
宗
家
と
し
て
も
栄
え
る
と
い
う
い
さ
さ
か
皮
肉
で
深
刻
な
自
家
撞
着

状
況
に
、
や
が
て
渋
江
家
自
体
が
耐
え
ら
れ
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
家
を
儒
家
と
河
童
信
仰
の
宗
家
の
二
流
に
分
け
る
と

い
う
、
緊
急
避
難
的
な
「
解
決
策
」
を
自
ら
講
じ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　【
附
記
】

　

本
稿
、
並
び
に
渋
江
氏
に
関
す
る
多
く
の
論
文
の
基
盤
と
な
る
長
年
の
現
地
調
査
で
、
渋
江
各
家
の
皆
様
を
初
め
、
地
元
の
数
多

く
の
方
々
に
実
に
大
き
な
ご
支
援
を
賜
っ
て
き
た
。
本
稿
に
つ
い
て
は
、
那
羅
尾
氏
や
阿
蘇
信
仰
に
関
し
て
様
々
に
お
教
え
下
さ
っ

た
佐
藤
征
子
さ
ん
、
並
び
に
早
々
に
『
水
虎
考
略
後
篇
』
所
収
の
「
蓬
生
談
」
の
複
写
資
料
を
届
け
て
重
い
尻
を
叩
い
て
下
さ
っ
た

原
二
郎
右
衛
門
さ
ん
に
格
別
の
感
謝
を
捧
げ
ま
す
。
ま
た
、
佐
藤
さ
ん
、
蓑
田
勝
彦
さ
ん
を
初
め
、「
渋
江
家
文
書
を
読
む
会
」
会

員
の
皆
様
の
長
年
に
わ
た
る
研
鑽
に
敬
意
を
表
す
る
と
共
に
、
変
わ
ら
ぬ
御
厚
誼
に
対
し
て
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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《
注
》

（
1
）　

九
州
北
部
に
は
、
こ
の
他
に
も
筑
後
（
と
筑
前
）
の
釜
屋
神
社
の
よ
う
な
、
河
童
信
仰
に
関
わ
る
有
力
な
神
社
が
存
在
し
た
。
釜
屋
に
つ
い
て
は
、
注
（
10
）
参
照

の
こ
と
。

（
（
）　

た
だ
し
、
仮
に
河
童
と
い
う
概
念
が
か
な
り
広
く
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
後
で
も
、
そ
の
河
童
概
念
の
内
包
が
高
い
同
一
性
を
獲
得
す
る
に
は
、
ま
だ
ま
だ
長

い
時
間
が
か
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
3
）　

筆
者
自
身
の
こ
ん
な
経
験
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。
求
め
ら
れ
て
、
同
地
で
の
渋
江
水
神
の
歴
史
に
つ
い
て
現
場
に
立
ち
つ
つ
数
人
の
土
地
の
方
々
に
親
し
く
説
明
し
て

い
た
時
の
こ
と
だ
。
或
る
罔
象
女
命
（
渋
江
水
神
）
碑
を
、
ど
こ
そ
こ
か
ら
「
下
ろ
し
た
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
た
と
こ
ろ
、「
下
ろ
し
奉
っ
た
」
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
と
、
き
つ
い
お
叱
り
を
受
け
て
し
ま
っ
た
。

（
4
）　

た
だ
し
、
野
本
寛
一
が
、『
柳
田
國
男
全
集　

5
』
に
収
め
ら
れ
た
「
山
島
民
譚
集
」（
一
）
の
解
題
で
、「
柳
田
が
解
題
で
、
民
譚
と
し
た
伝
説
事
例
の
ほ
と
ん
ど

す
べ
て
が
地
方
史
誌
類
・
随
筆
・
日
記
・
紀
行
・
記
録
・
書
簡
等
の
文
献
資
料
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
」
が
、
そ
の
特
徴
だ
が
、
そ
れ
は
『
山
島
民
譚
集
』（
二
）
と

（
三
）
に
も
持
ち
越
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
重
要
で
あ
る
。
我
々
も
絶
え
ず
こ
の
視
点
に
立
ち
返
っ
て
自
ら
を
批
判
的
に
見
直
す
べ
き

で
あ
る
。

（
5
）　

そ
の
内
閣
文
庫
本
の
フ
ォ
ト
コ
ピ
ー
を
、
日
田
市
中
本
町
（
旧
隈
町
の
内
）
原
二
郎
右
衛
門
さ
ん
が
ず
っ
と
以
前
に
送
っ
て
下
さ
っ
た
。
今
回
長
く
筐
底
に
秘
し
て

い
た
そ
の
資
料
を
善
用
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
を
こ
こ
に
明
記
し
て
、
長
年
の
怠
慢
を
御
詫
び
す
る
と
共
に
、
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

（
6
）　
『
蓬
生
談
』（
全
10
巻
）
は
、
大
分
県
立
図
書
館
が
所
蔵
す
る
、
三
巻
仕
立
て
の
『
森
春
樹
遺
稿
蓬
生
談
』
を
定
本
に
用
い
た
。
一
九
五
八
年
に
「
大
分
縣
日
田
市
教

育
委
員
會
」
が
発
行
し
た
も
の
で
、
謄
写
版
で
刷
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
郷
土
史
家
故
古
後
敬
太
郎
氏
が
つ
い
で
、
武
石
繁
次
が
筆
者
し
て
所
蔵
し
て
い
た
も
の

で
、
今
度
森
家
所
蔵
本
で
校
合
し
て
出
版
」
し
た
も
の
だ
と
言
う
。
な
お
、『
水
虎
考
略　

四
止　

新
聞
雑
記
』
が
抜
粋
し
て
収
め
て
い
る
内
容
と
、
ご
く
瑣
末
な
表

現
の
違
い
の
他
に
は
、
ほ
と
ん
ど
異
同
が
な
い
。

（
7
）　

郷
義
弘
（
ご
う
の
よ
し
ひ
ろ
）
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
刀
工
。
越
中
国
婦
負
郡
松
倉
郷
に
住
ん
だ
こ
と
に
因
ん
だ
俗
称
で
あ
る
。



104

相
模
国
の
正
宗
の
弟
子
と
さ
れ
る
。

（
8
）　

こ
れ
は
、
正
市
が
最
初
に
河
童
に
憑
か
れ
た
場
面
を
彼
の
家
ま
で
見
に
行
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
9
年
後
の
正
市
死
亡
の
際
の
こ
と
で
は
な
い
。

（
9
）　

熊
本
県
天
草
地
方
海
岸
部
に
は
、
シ
ブ
ヤ
サ
ン
と
呼
ば
れ
る
石
祠
が
散
見
さ
れ
る
。
同
地
は
、
渋
江
氏
に
極
め
て
縁
が
深
い
。
シ
ブ
エ
と
シ
ブ
ヤ
の
取
り
違
え
は
ま

ま
見
う
け
ら
れ
る
。

（
10
）　

釜
屋
に
つ
い
て
は
、
柳
田
が
「
河
童
駒
引
」
で
、
西
以
三
が
享
保
一
四
年
（
一
七
二
九
）
に
著
し
た
『
筑
後
地
鑑
』
下
巻
、「
同
（
上
妻
）
郡
田
形
村
ノ
釜
屋
神
祠
」

の
記
事
を
巧
み
に
纏
め
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
八
女
郡
光
友
村
大
字
田
形
ノ
釜
屋
神
、
即
チ
矢
部
川
南
岸
ノ
淵
ニ
臨
ミ
テ
構
ヘ
ラ
レ
タ
ル
水
神
ノ
社
の
如

キ
ハ
、
農
民
ヲ
相
手
ニ
盛
ニ
牛
馬
ノ
安
全
ノ
護
符
ヲ
出
シ
、
多
ク
ノ
修
験
者
ハ
其
ノ
札
ヲ
持
チ
テ
村
々
ヲ
回
リ
、
一
匹
一
升
ノ
施
米
ヲ
受
ケ
ツ
ツ
、
牛
馬
病
難
ト
河
童

ト
ノ
防
衛
ヲ
以
テ
任
務
ト
ス
ル
、
神
ノ
威
徳
ヲ
宣
伝
シ
ツ
ツ
ア
リ
シ
ナ
リ
」（
柳
田　

一
九
八
九
：
一
三
九
）。

（
11
）　

森
源
左
衛
門
は
、『
蒼
柴
園
随
筆
』
の
逸
文
、「
蒼
柴
園
随
筆
の
内
川
童
の
こ
と
抜
書
」
に
出
て
く
る
安
芸
国
山
縣
郡
羽
生
村
に
因
む
武
士
然
と
し
た
河
童
で
、「
眷

属
三
百
計
り
あ
る
よ
し
」
を
語
っ
た
と
言
う
（
小
馬　

二
〇
〇
七
：
三
四-

三
六
）。

（
1（
）　

水
天
宮
は
神
社
な
の
で
、
実
は
社
僧
と
い
う
の
は
当
た
ら
な
い
。
神
社
の
神
宮
寺
の
僧
が
神
社
に
出
仕
す
る
場
合
等
に
、
社
僧
の
語
が
妥
当
す
る
。
阿
蘇
神
社
と
那

羅
延
坊
の
関
係
を
厳
密
に
考
察
す
る
う
え
で
、
こ
の
点
を
逸
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
13
）　

因
み
に
、
明
治
三
〇
年
（
一
八
九
七
）、
夏
目
漱
石
が
熊
本
の
第
五
高
等
学
校
に
教
授
と
し
て
赴
任
し
て
い
る
。
そ
の
漱
石
に
は
、「
赤
き
烟
黒
き
烟
の
二
柱
真
直
に

立
つ
秋
の
大
空
」
の
詠
歌
が
あ
る
。
彼
は
、
恐
ら
く
阿
蘇
山
の
信
仰
に
関
心
を
抱
い
て
、
そ
の
噴
火
口
か
ら
噴
き
出
す
「
赤
煙
赤
石
」
が
天
下
の
凶
事
を
、
ま
た
「
黒

煙
黒
石
」
が
国
土
の
凶
事
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
伝
え
る
と
い
う
、
阿
蘇
神
道
の
教
理
に
通
じ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
、
そ
の
両
方
を
並
べ
て
一
首
に
詠
む

こ
と
に
よ
っ
て
、
心
中
に
む
ら
む
ら
と
高
ま
っ
て
来
る
故
知
ら
ぬ
戦
き
が
秋
の
阿
蘇
の
大
空
一
杯
に
広
が
っ
て
行
く
と
い
う
思
い
を
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
14
）　

こ
こ
で
は
、
上
り
下
り
の
関
係
が
逆
転
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
文
中
に
（　

）
に
包
ん
だ
注
記
を
施
し
て
訂
正
し
た
。

（
15
）
こ
の
呪
歌
は
、
部
分
的
に
変
化
を
し
た
異
版
が
幾
つ
も
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
肥
後
渋
江
家
に
伝
わ
る
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
の
記
銘
が
あ
る
古
い
掛
け
軸

の
一
部
に
記
さ
れ
た
「
兵
部
に
約
束
せ
し
お
忘
な
よ　

川
立
男
氏
は
菅
原
」
が
、
現
存
す
る
こ
の
歌
の
最
も
古
い
版
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
同
歌
つ
い
て
は
詳
細
な
考
察

を
既
に
行
っ
て
い
る
（
小
馬　

二
〇
〇
六
ａ
）
の
で
、
参
照
し
て
欲
し
い
。
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（
16
）　

紙
数
が
尽
き
て
、
遺
憾
な
が
ら
こ
の
点
に
つ
い
て
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
緒
方
（
二
〇
〇
八
）、
佐
藤
千
夏
（
二
〇
一
九
）
を
併
せ
て
参
照
し
て
欲
し
い
。

（
17
）　
『
前
識
字
時
代
」「
中
識
字
時
代
」「
総
識
字
時
代
」
の
造
語
と
、
こ
の
三
項
図
式
で
歴
史
過
程
を
分
析
す
る
方
法
論
は
、
中
林
伸
浩
の
創
案
に
よ
る
。「
現
代
の
よ
う

な
、
公
的
学
校
教
育
、
大
量
機
械
印
刷
、
プ
リ
ン
ト
・
キ
ャ
ピ
タ
リ
ズ
ム
、
マ
ス
コ
ミ
（
そ
し
て
今
や
電
子
メ
デ
ィ
ア
）
が
普
及
し
た
」
の
が
「
総
識
字
時
代
」
で
あ

る
。
そ
れ
と
「
前
識
字
時
代
」
と
の
中
間
に
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
国
家
地
帯
を
一
方
の
極
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
以
南
の
ア
フ
リ
カ
を
他
方
の
極
と
し
て
、
長
短
の
差
異
の
幅
が

著
し
く
大
き
い
、
多
数
者
が
非
識
字
で
あ
る
多
様
な
「
中
識
字
時
代
」
が
存
在
す
る
（
中
林　

二
〇
一
九
：
二
五
）。
中
林
は
、「
中
識
字
時
代
」
の
概
念
を
設
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
見
え
て
く
る
も
の
の
発
見
性
の
大
き
さ
を
説
得
的
に
論
じ
て
い
る
。
著
者
は
そ
れ
に
触
発
さ
れ
、
本
稿
に
続
く
今
構
想
中
の
論
考
へ
の
橋
渡
し

の
意
味
を
込
め
て
、（
不
用
意
と
の
批
判
を
甘
受
す
る
こ
と
を
敢
え
て
前
提
に
し
て
）
こ
こ
で
中
林
の
用
語
を
予
告
的
に
使
っ
て
い
る
。

《
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